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市 長 あ い さ つ 

 

 

本市では、平成２４年に「赤穂市障がい者福祉

長期計画」を策定し、障がいのある人の多様化す

るニーズに応えるため、障害福祉サービスや地域

生活支援事業などの様々な施策・事業を展開して

まいりました。 

この間、国においては、平成２５年に障害者自

立支援法を改正した障害者総合支援法が施行さ

れ、新たな障がい福祉施策が講じられるなど、

個々のニーズに基づいた地域生活支援体制の整

備等が図られたほか、平成２８年には、不当な差

別的取扱いを禁止し合理的な配慮の提供を求める障害者差別解消法が施行されるな

ど、社会参加機会の確保及び地域社会での共生の実現に向けて、日常生活や社会生活

における総合的な支援への取組が進められております。 

このように障がいのある人を取り巻く環境が変化する中、今後の本市の障がい者施

策の指針として、「障がいの有無に関わらず、だれもが尊重しあえる思いやりに満ち

たやさしい共生社会の実現」を基本理念に、障がい児福祉計画を加えた新たな「赤穂

市障がい者福祉長期計画」を策定いたしました。 

この計画では、障がいに対する理解の促進や相談支援体制の充実、日常生活を支え

る支援などに取り組むこととしており、市民や団体、事業者及び企業の皆様との連

携・協働により、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできるやさしいま

ちづくりを進めてまいりたいと考えておりますので、引き続きご理解とご協力をお願

いいたします。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見、ご提言を賜り

ました赤穂市障害者自立支援協議会の委員の皆様をはじめ、アンケート及びヒアリン

グ等にご協力いただいた市民の皆様、関係各位に心からお礼申し上げます。 

 

平成３０年３月 

 

赤穂市長 明 石 元 秀 
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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

（１）国の動き 

わが国では、昭和 56年の「国際障害者年※」を契機に、翌年の昭和 57年に「国連障害者の十年」

の国内行動計画として、障がい者施策に関するはじめての長期計画である「障害者対策に関する長

期計画」が策定されました。以後、数回にわたり国の計画が見直され、平成 25 年９月に「障害者

基本計画」が策定されました。 

国の「障害者基本計画」では、共生社会の実現に向け、障がいのある人が必要な支援を受けなが

ら、自らの決定に基づき、社会のあらゆる活動に参加する主体として捉え、障がいのある人自らの

能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援するとともに、障がいのある人の活動を制限し、社

会への参加を制約している社会的な障壁を除去するため、政府が取り組むべき障がい者施策の基本

的な方向が示されました。 

法制度の改正においては、平成 23 年の「障害者基本法」の改正をはじめ、「障害者虐待防止法※」

（平成 24 年 10 月施行）、「障害者総合支援法※」（平成 25 年４月施行）、「障害者優先調達推進法※」

（平成 25年４月施行）、そして平成 28 年４月に「障害者差別解消法」が施行されました。 

また、平成 28 年６月に公布された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（以下、「障害者総合支援法等一部改正法」という。）」

において、障がいのある子どものサービスにかかる提供体制の計画的な構築を推進するため、市町

村において「障害児福祉計画」の策定が義務付けられました。 

 

（２）兵庫県の動き 

兵庫県では、「国際障害者年」を契機に、障がいのある人に対する施策の総合化・体系化を図る

ため、昭和 57 年３月に障害者基本法に基づく「兵庫県国際障害者年長期行動計画」が策定されま

した。 

以後、数回にわたり計画が見直され、平成 27 年３月に「ひょうご障害者福祉計画」が策定され

ました。この計画では「自己決定」と「共生」の２つを基本理念に、障がいのある人、そうでない

人、あらゆる行為主体が障がいによって分け隔てられることなく、自分のしたいことや望んでいる

ことに向かって進んでいくことができる社会を構築することをめざす計画となっています。 

 

 

 

 

  



 

2 

（３）赤穂市の動き 

本市では、平成 24 年３月に障害者基本法に基づく「赤穂市障がい者福祉プラン（第２次）」と、

障害者総合支援法（旧、障害者自立支援法）に基づく「第３期赤穂市障がい福祉計画」を一体的に

策定しました（赤穂市障がい者福祉長期計画）。また、平成 27 年３月には障害者総合支援法に基づ

く「第４期赤穂市障がい福祉計画」を策定しました。 

「赤穂市障がい者福祉プラン（第２次）」を策定して約５年が経過し、その間、様々な法制度が

施行・成立するなど、障がいのある人を取り巻く環境がめまぐるしく変化しています。 

平成 29 年度には、「赤穂市障がい者福祉プラン（第２次）」と「第４期赤穂市障がい福祉計画」

が終了することを受け、新たな法制度の動向を踏まえつつ、「第３次赤穂市障がい者福祉プラン」

と、「第５期赤穂市障がい福祉計画」及び「第１期赤穂市障がい児福祉計画」を策定します。 

 

 

２ 計画の性格 

（１）法的位置づけ（平成 30 年度以降） 

●第３次赤穂市障がい者福祉プラン＝障害者基本法第 11 条第３項「市町村障害者計画」 

●第５期赤穂市障がい福祉計画＝障害者総合支援法第 88 条第１項「市町村障害福祉計画」 

●第１期赤穂市障がい児福祉計画＝児童福祉法※第 33 条の 20 第１項「市町村障害児福祉計画」 

この３計画全体を総称して「赤穂市障がい者福祉長期計画（以下、「本計画」という。）」と位置

づけます。 

 

【計画の関係】 

平

成

29

年

度

ま

で 

 

名称 

赤穂市障がい者福祉長期計画 

 赤穂市障がい者福祉プラン（第２次） 
第３期赤穂市障がい福祉計画 

第４期赤穂市障がい福祉計画 

 計画期間 平成 24～29 年度（６か年） 
第３期：平成 24～26 年度（３か年） 

第４期：平成 27～29 年度（３か年） 

 根拠 障害者基本法 
障害者総合支援法 

（旧：障害者自立支援法） 

 

 

平

成

30

年

度

以

降 

 

名称 

赤穂市障がい者福祉長期計画 

 第３次赤穂市 

障がい者福祉プラン 

第５期赤穂市 

障がい福祉計画 

第１期赤穂市 

障がい児福祉計画 

 計画期間 
平成 30～35 年度 

（６か年） 

平成 30～32 年度 

（３か年） 

平成 30～32 年度 

（３か年） 

 根拠 障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法 
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（２）他計画との関係 

本計画は、「赤穂市総合計画」を上位計画とした分野別計画であり、「赤穂市地域福祉計画」のも

と、「赤穂市子ども・子育て支援事業計画」「赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」等

の関連計画と整合を図るとともに、国や兵庫県における障害者基本計画や障害福祉計画の内容を踏

まえ計画を策定します。 
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赤穂市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
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３ 計画の期間 

本計画のうち、赤穂市障がい者福祉プランは、平成 30 年度から平成 35 年度までの６年間です。 

また、赤穂市障がい福祉計画及び赤穂市障がい児福祉計画は３か年計画であるため、平成 30 年

度から平成 32 年度までの３年間です。 

ただし、社会情勢やニーズの変化が生じた場合は、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

  
平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

平成 

34 年度 

平成 

35 年度 

   赤穂市障がい者福祉長期計画 

 

市町村 

障害者計画 

      

第３次赤穂市障がい者福祉プラン 

          見直し 

市町村 

障害福祉計画 

      

第５期赤穂市障がい福祉計画 第６期赤穂市障がい福祉計画 

  見直し   見直し 

市町村 

障害児福祉計画 

            

第１期赤穂市障がい児福祉計画 第２期赤穂市障がい児福祉計画 

    見直し     見直し 

 

 

 

４ 計画の策定体制（策定プロセス） 

（１）赤穂市障害者自立支援協議会における検討 

本計画の策定にあたっては、本市の障がい福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果

たすため、障がい者福祉に関係する各種団体・関係機関等で構成する「赤穂市障害者自立支援協議

会（以下、「自立支援協議会」という。）」における議論・検討を踏まえ策定しました。 

 

（２）計画の評価・検証 

現行計画の各施策・事業等の評価について、庁内の担当課等を通じて施策・事業の確認、評価の

取りまとめを行い、計画に反映しました。 
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（３）障がいのある人等からの意見の集約 

① アンケート調査 

本計画の策定にあたり、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持してい

る人、自立支援医療（精神通院医療）※受給者証を所持している人、障害福祉サービス等を利

用している人を対象としたアンケート調査を実施しました。 

調査の種類

と対象者 

①18 歳未満調査 

（平成 29 年度中

に 18 歳に到達す

る人まで） 

平成 29 年６月１日現在で、身体障害者手帳・療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳を所持している人、自立支援医

療（精神通院医療）受給者証を所持している人、障害福

祉サービス等の受給者証を所持している人 

②18 歳以上調査 

 

平成 29 年６月１日現在で、身体障害者手帳・療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳を所持している人、自立支援医

療（精神通院医療）受給者証を所持している人、障害福

祉サービス等の受給者証を所持している人 

調査期間 平成 29 年７月５日から平成 29 年７月 28 日まで 

調査方法 郵送による配布・回収 

配布・回収

数 

 

調査種類 抽出方法 配布数 回収数 回収率 

①18 歳未満調査 悉皆調査※ 225 件 136 件 60.4％ 

②18 歳以上調査 無作為抽出 1,600 件 990 件 61.9％ 
 

 ※悉皆調査…対象者全員に対する全数調査 

 

② 団体・事業所アンケート、ヒアリング調査 

本市の障がい者施策に関係する障がい者団体・事業所・教育機関・行政機関等に対して本計

画策定に関するアンケート調査を実施するとともに、希望された障がい者団体・事業所等を対

象に後日ヒアリング調査を実施しました。 

アンケート調査実施団体等 依頼数 47 件 障がい者団体等 ６件 

サービス提供事業所 28 件 

関係機関 13 件 
回答数 47 件 

ヒアリング調査実施団体等 

（希望団体等） 

実施数  ９件 障がい者団体等 ２件 

サービス提供事業所 ６件 

関係機関 １件 

 

（４）パブリックコメント※の実施 

本計画に対し、市民から広く意見を反映するため、平成 29 年 12 月 15 日から平成 30 年１月 15

日までの期間パブリックコメントを実施しましたが、ご意見はありませんでした。 
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５ 計画の推進体制 

（１）庁内連携体制の強化 

障がい者施策は福祉分野のみならず、保健、医療、教育、労働など、各分野で取り組む必要があ

ることから、庁内の連携体制の強化を図り、障がい者施策の推進を図ります。 

 

（２）各種団体、地域との連携 

本計画の推進にあたっては、障がい者団体をはじめ、社会福祉協議会や医師会、歯科医師会、ボ

ランティア団体など、様々な機関・団体と連携を図りながら、推進していきます。 

 

（３）国・兵庫県・近隣市町との連携 

障がい者施策は国や兵庫県の制度に関わるものも多いことから、国や兵庫県の関係機関との連携

を図っていきます。 

また、障害福祉サービス等の確保にあたっては、本市による取組だけでは難しい場合もあるため、

近隣市町との連携を図りながら、十分なサービスの確保・提供に努めます。 

 

（４）計画の評価・検証 

本計画の評価にあたっては、本計画の進捗状況について毎年度、評価・検証を行うとともに、自

立支援協議会に進捗状況を報告するなど、着実に計画が進むよう取り組んでいきます。 

また、進行管理にあたっては、ＰＤＣＡ（Plan Do Check Action）サイクルに基づき、進行

管理を行っていきます。 

ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

  

Plan

（計画）
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（実施）

Check

（評価）

Action

（見直し）
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第２章 赤穂市の現状 

 

１ 人口の推移 

本市の人口は年々減少しており、平成 29年で 48,788 人となっています。 

年齢３区分別にみると、０～14 歳・15～64 歳の人口は年々減少しており、65 歳以上の人口は増

加している状況です。 

高齢化率の推移をみると、平成 24 年の 25.9％が平成 29 年で 30.7％と 30％を超え、年々高齢化

が進んでいる状況です。 

 

【人口と高齢化率の推移】 

 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

 

 

  

6,735 6,634 6,465 6,260 6,085 5,908

30,707 30,362 29,634 29,077 28,562 27,916

13,077 13,516 14,016 14,432 14,760 14,964

50,519 50,512 50,115 49,769 49,407 48,788

25.9 26.8
28.0

29.0 29.9 30.7

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率（65歳以上）
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２ 障がい者手帳所持者数等の推移 

（１）障がい者手帳所持者数の推移 

障がい者手帳所持者数の推移をみると、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳は年々増加傾向にあ

ります。平成 29 年で身体障害者手帳所持者が 1,812 人、療育手帳所持者が 483 人、精神障害者保

健福祉手帳所持者が 200 人、合計で 2,495 人となっています。 

 

【障がい者手帳所持者数の推移】 

 
資料：市社会福祉課調べ（各年３月 31 日現在） 

※平成 25 年度に障がい者福祉システム導入に伴う身体障害者手帳所持者の修正により、平成 25 年から平成 26 年にかけ

て大きく減少しています。（死亡・転出者の一部が手帳情報に反映されていなかったため） 
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①身体障害者手帳所持者数の状況 

障がい種別にみると、肢体不自由が最も多く、次いで内部障がい※となっています。視覚障がい

は微減、聴覚障がいは横ばい、音声・言語障がいは微増の傾向にあります。 

また、障がい種別に構成比の推移をみると、内部障がいの占める割合が年々増加しており、平成

29 年で 32.9％となっています。それに伴い視覚障がい・肢体不自由の占める割合が減少傾向にあ

ります。 

 

【障がい種別身体障害者手帳所持者数の推移】 

 

資料：市社会福祉課調べ（各年３月 31 日現在） 

 

【障がい種別身体障害者手帳所持者数の構成比の推移】 

 

資料：市社会福祉課調べ（各年３月 31 日現在） 
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等級別に身体障害者手帳所持者数の推移をみると、各年ともに１級が最も多く、次いで４級、３

級と続いています。 

また、等級別の構成比をみると、等級ごとに若干の増減はあるものの大きな変化はなく、平成 29

年で１級が 33.8％を占めています。 

 

【等級別身体障害者手帳所持者数の推移】 

 

資料：市社会福祉課調べ（各年３月 31 日現在） 

 

【等級別身体障害者手帳所持者数の構成比の推移】 

 

資料：市社会福祉課調べ（各年３月 31 日現在） 
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②療育手帳所持者数の推移 

療育手帳所持者数の推移をみると年々増加しており、平成 29 年で 483 人となっています。 

判定別にみると、各年ともにＡ（重度）が最も多く、平成 29 年で 195 人（構成比 40.4％）とな

っています。次いでＢ２（軽度）が 151 人（構成比 31.3％）と続いています。 

構成比の推移をみると、Ａ（重度）の占める割合は年々減少し、Ｂ１・Ｂ２（軽度）の占める割

合が増加傾向にあります。 

 

【判定別療育手帳所持者数の推移】 

 

資料：市社会福祉課調べ（各年３月 31 日現在） 

 

【判定別療育手帳所持者数の構成比の推移】 

 

資料：市社会福祉課調べ（各年３月 31 日現在） 
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③精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると増加傾向にあり、平成 29 年で 200 人となって

います。 

等級別にみると、各年ともに２級が最も多く、平成 29 年で 106 人（構成比 53.0％）となってお

り、次いで３級の 77 人（構成比 38.5％）と続いています。 

構成比の推移をみると、３級が増加の傾向にあります。 

 

【等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移】 

 

資料：市社会福祉課調べ（各年３月 31 日現在） 

 

【等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の構成比の推移】 

 
資料：市社会福祉課調べ（各年３月 31 日現在） 

 

18 14 12 13 18 17

81 94 96 93 94 106

43
48 51 56 57

77142
156 159 162

169

200

0

50

100

150

200

250

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人） １級 ２級 ３級

12.7 

9.0 

7.5 

8.0 

10.7 

8.5 

57.0 

60.3 

60.4 

57.4 

55.6 

53.0 

30.3 

30.8 

32.1 

34.6 

33.7 

38.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

１級 ２級 ３級



 

13 

（２）自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移 

自立支援医療における精神通院医療受給者数の推移をみると年々増加しており、平成 29 年で 652

人となっています。 

 

【自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移】 

 

資料：赤穂健康福祉事務所調べ（各年３月 31 日現在） 

 

 

（３）特定医療費（指定難病※）受給者数の推移 

特定医療費（指定難病）受給者数の推移をみると年々増加しており、平成 29 年で 373 人となっ

ています。 

 

【特定医療費（指定難病）受給者数の推移】 

 
資料：赤穂健康福祉事務所調べ（各年３月 31 日現在） 
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（４）小児慢性特定疾患受給者数の推移 

小児慢性特定疾患受給者数の推移をみると年々減少しており、平成29年で25人となっています。 

 

【小児慢性特定疾患受給者数の推移】 

 
資料：赤穂健康福祉事務所調べ（各年３月 31 日現在） 
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３ 障害福祉サービスの利用状況 

（１）訪問系サービス 

訪問系サービスの利用状況をみると、時間数・実利用者数ともに大きな変化はありません。 

また、各サービスともに計画値を下回っている状況です。 

 

サービス名 単位 

実績値 計画値 計画比 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

居宅介護 

総利用時間 

（時間/月） 
791 768 780 1,091 1,110 1,110 72.5% 69.2% 70.3% 

実利用者数 

（人/月） 
50 51 49 59 60 60 84.7% 85.0% 81.7% 

重度訪問介護 

総利用時間 

（時間/月） 
0 0 8 20 20 20 0.0% 0.0% 40.0% 

実利用者数 

（人/月） 
0 0 1 2 2 2 0.0% 0.0% 50.0% 

同行援護 

総利用時間 

（時間/月） 
764 802 788 1,080 1,253 1,502 70.7% 64.0% 52.5% 

実利用者数 

（人/月） 
24 24 24 30 30 31 80.0% 80.0% 77.4% 

行動援護 

総利用時間 

（時間/月） 
87 87 89 162 219 296 53.7% 39.7% 30.1% 

実利用者数 

（人/月） 
4 4 4 5 5 5 80.0% 80.0% 80.0% 

重度障害者等 

包括支援 

総利用時間 

（時間/月） 
0 0 0 0 0 0 - - - 

実利用者数 

（人/月） 
0 0 0 0 0 0 - - - 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は実績値、平成 29 年度は見込み値です。 
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（２）日中活動系サービス 

日中活動系サービスの利用状況をみると、各サービスとも各年で増減しています。 

計画値と比較すると、「就労移行支援」「就労継続支援Ａ型」「就労継続支援Ｂ型」の就労系サー

ビスにおいて計画値を大きく上回っています。 

 

サービス名 単位 

実績値 計画値 計画比 

平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

生活介護 

延利用者数 

（人日/月） 
2,251 2,223 2,257 2,387 2,538 2,636 94.3% 87.6% 85.6% 

実利用者数 

（人/月） 
118 118 118 128 134 137 92.2% 88.1% 86.1% 

自立訓練 

（機能訓練） 

延利用者数 

（人日/月） 
11 0 10 45 45 45 24.4% 0.0% 22.2% 

実利用者数 

（人/月） 
1 0 1 2 2 2 50.0% 0.0% 50.0% 

自立訓練 

（生活訓練） 

延利用者数 

（人日/月） 
0 12 10 11 11 11 0.0% 109.1% 90.9% 

実利用者数 

（人/月） 
0 1 1 1 1 1 0.0% 100.0% 100.0% 

就労移行支援 

延利用者数 

（人日/月） 
137 115 126 70 70 70 195.7% 164.3% 180.0% 

実利用者数 

（人/月） 
8 6 7 7 7 7 114.3% 85.7% 100.0% 

就労継続支援 

A 型 

延利用者数 

（人日/月） 
713 830 966 546 609 672 130.6% 136.3% 143.8% 

実利用者数 

（人/月） 
34 41 49 26 29 32 130.8% 141.4% 153.1% 

就労継続支援 

B 型 

延利用者数 

（人日/月） 
1,801 1,959 1,880 1,564 1,615 1,666 115.2% 121.3% 112.8% 

実利用者数 

（人/月） 
111 124 118 92 95 98 120.7% 130.5% 120.4% 

療養介護 
実利用者数 

（人/月） 
7 7 7 7 8 8 100.0% 87.5% 87.5% 

短期入所 

延利用者数 

（人日/月） 
103 175 129 127 139 152 81.1% 125.9% 84.9% 

実利用者数 

（人/月） 
15 21 17 20 22 24 75.0% 95.5% 70.8% 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は実績値、平成 29 年度は見込み値です。 
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（３）居住系サービス 

居住系サービスの利用状況をみると、共同生活援助、施設入所支援ともにほぼ横ばいの利用状況

にあり、また計画値と比較すると各年ともに計画値を下回っている状況です。 

 

サービス名 単位 

実績値 計画値 計画比 

平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

共同生活援助 
実利用者数

（人/月） 38 43 39 45 49 53 84.4% 87.8% 73.6% 

施設入所支援 
実利用者数

（人/月） 64 62 61 74 73 72 86.5% 84.9% 84.7% 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は実績値、平成 29 年度は見込み値です。 

 

 

（４）相談支援 

相談支援の利用状況をみると、計画相談支援はサービス等利用計画が義務付けられた平成 27 年

度から平成 28 年度にかけて増加し、平成 29 年度で 55 人の利用となっています。利用としては計

画値を下回っていますが、今後も障害福祉サービスの利用者の増加に比例して、増加する見込みと

しています。 

 

サービス名 単位 

実績値 計画値 計画比 

平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

計画相談支援 
実利用者数

（人/月） 41 55 55 53 61 64 77.4% 90.2% 85.9% 

地域移行支援 
実利用者数

（人/月） 0 0 0 0 0 1 - - - 

地域定着支援 
実利用者数

（人/月） 0 0 0 0 0 0 - - - 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は３月実績、平成 29 年度は見込み値です。 
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（５）障害児通所支援 

障害児通所支援の利用状況をみると、児童発達支援・放課後等デイサービスともに平成 27 年度

から平成 29 年度にかけて増加し、計画値を上回る利用となっています。 

 

サービス名 単位 

実績値 計画値 計画比 

平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

児童発達支援 

延利用者数

（人日/月） 
409 432 555 329 364 364 124.3% 118.7% 152.5% 

実利用者数

（人/月） 
59 63 74 47 52 52 125.5% 121.2% 142.3% 

放課後等 

デイサービス 

延利用者数

（人日/月） 
423 431 507 331 430 430 127.8% 100.2% 117.9% 

実利用者数

（人/月） 
45 43 47 33 43 43 136.4% 100.0% 109.3% 

保育所等 

訪問支援 

延利用者数

（人日/月） 
1 1 1 1 1 1 100.0% 100.0% 100.0% 

実利用者数

（人/月） 
1 1 1 1 1 1 100.0% 100.0% 100.0% 

障害児 

相談支援 

実利用者数

（人/月） 
17 17 18 16 20 21 106.2% 85.0% 85.7% 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は実績値、平成 29 年度は見込み値です。 
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４ 地域生活支援事業の実施状況 

（１）相談支援事業等 

平成 29 年４月に市役所社会福祉課内に「赤穂市障がい者基幹相談支援センター（以下、「基幹相

談支援センター」という。）」を設置し、本市における相談体制の強化が図られました。 

 

事業名 単位 

実績値 計画値 

平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

理解促進研修・啓発事業 実施の有無 実施 実施 実施 未実施 未実施 実施 

自発的活動支援 実施の有無 未実施 未実施 実施 未実施 未実施 実施 

相談支援事業 

障害者相談支援事業 実施か所数 1 1 1 1 1 1 

基幹相談支援センター 設置の有無 未設置 未設置 設置 未設置 未設置 設置 

相談支援機能強化事業 実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

住宅入居等支援事業 実施の有無 未実施 未実施 実施 未実施 未実施 実施 

成年後見制度※利用支援事業 実利用者数 1 0 1 2 2 2 

成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 実施 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は実績値、平成 29 年度は見込み値です。 

 

（２）意思疎通支援事業等 

聴覚・音声・言語機能などの障がいのため、意思疎通を図ることに支障のある人を対象に各種事

業を実施しています。 

手話通訳者※・要約筆記※者派遣事業は、徐々に利用件数が増えている状況にあります。 

手話奉仕員養成研修事業の研修修了者数については、計画値を下回るものの、毎年度 15 人程度

の参加が得られています。 

 

事業名 単位 

実績値 計画値 

平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

意思疎通 

支援事業 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 実利用件数 109 130 126 150 150 150 

手話通訳者設置事業 実設置者数 1 1 1 1 1 1 

手話奉仕員養成研修事業 
研修 

修了者数 
15 17 16 22 22 22 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は実績値、平成 29 年度は見込み値です。 
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（３）日常生活用具給付等事業 

日常生活用具給付等事業は、障がいのある人の日常生活上の便宜を図るために必要な用具を給付

しています。 

利用状況をみると、排泄管理支援用具は年々増加し、平成 29 年度で 593 件の利用となっていま

す。ほかの用具に関しては、各年で増減しながら、一定の利用がある状況です。 

 

事業名 単位 

実績値 計画値 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

介護・訓練支援用具※ 給付件数 9 0 4 2 2 2 

自立生活支援用具※ 給付件数 10 6 7 4 10 12 

在宅療養等支援用具※ 給付件数 13 16 12 6 6 8 

情報・意思疎通支援用具※ 給付件数 7 9 11 19 27 40 

排泄管理支援用具※ 給付件数 477 511 593 492 498 504 

居宅生活動作補助用具※ 給付件数 2 3 4 8 8 8 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は実績値、平成 29 年度は見込み値です。 

 

 

（４）移動支援事業 

移動支援事業は、屋外での移動が困難な知的障がいのある人等を対象に、社会生活上必要不可欠

な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援しています。 

利用状況をみると、実利用者数、延利用時間数ともに各年度で増減していますが、利用はほぼ横

ばいの状況です。 

 

 事  業  名 単位 

実績値 計画値 

平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

移動支援事業 

実利用者数 

（人/年） 
32 39 34 43 44 44 

延利用時間 

（時間/年） 
1,236 1,393 1,340 2,072 2,120 2,120 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は実績値、平成 29 年度は見込み値です。 
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（５）地域活動支援センター 

地域活動支援センターは、障がいのある人等に創作的活動または生産活動の機会を提供し、社会

との交流の促進などの支援を行うサービスで、本市では「さんぽみち（医療法人千水会）」と「み

のり赤穂（社会福祉法人みのり）」の２か所で実施しています。 

利用状況をみると、実利用者数は平成 27年度から減少傾向にあり、計画値を下回っています。 

 

 事  業  名 単位 

実績値 計画値 

平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

地域活動支援センター 

市内分 

実施か所数 2 2 2 2 2 2 

実利用者数 

（人/年） 
123 112 105 128 132 136 

他市町分 

実施か所数 0 0 0 0 0 0 

実利用者数 

（人/年） 
0 0 0 0 0 0 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は実績値、平成 29 年度は見込み値です。 

 

（６）その他の事業 

その他の事業は、各市町村の判断により独自に実施できる事業で、本市では「生活支援事業（福祉

機器リサイクル事業）」「日中一時支援事業」「点字・声の広報等発行事業」などを実施しています。 

 

事業名 単位 

実績値 計画値 

平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

生活支援事業 

（福祉機器リサイクル事業） 
実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

日中一時支援事業 

実利用者数 

（人/年） 
21 26 30 16 17 18 

延利用回数 

（回/年） 
715 971 1,212 628 668 708 

点字・声の広報等発行事業 実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

自動車運転免許取得・改造助成事業 実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

訪問型歩行訓練事業 
実利用者数 

（人/年） 
 0 3 1  －  －  － 

訪問入浴サービス事業 
実利用者数 

（人/年） 
 － 1 1  －  －  － 

資料：市社会福祉課調べ 

※ 平成 27 年度・平成 28 年度は実績値、平成 29 年度は見込み値です。 
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第１章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

これまでの障がい者施策は「共生社会の実現」に向け、生活支援サービスの確保をはじめ、保健・

医療・福祉・教育など、様々な分野における支援体制を構築することが目標とされてきました。ま

た、第５期の障害福祉計画に対する国の基本指針では、福祉施設・病院から地域生活への移行、地

域生活支援拠点※の整備など、障がいがあっても地域で生活できる仕組みが求められており、ニッ

ポン一億総活躍プランにおいても「地域共生社会の実現」に向け、地域づくりの重要性がうたわれ

ている状況にあります。 

平成 23 年度に策定した赤穂市障がい者福祉プランは、「障がいの有無に関わらず、だれもが尊重

しあえる思いやりに満ちたやさしい共生社会の実現」を基本理念に、障がいに対する理解の促進や

日常生活における支援、雇用・就労、教育など、様々な施策・事業を展開し、住み慣れた地域で安

心して暮らせるまちづくりに取り組んできました。また、本市では平成 29 年３月に「第２期赤穂

市地域福祉計画」を策定し、地域における市民・団体・事業者・行政など多様な主体による助け合

い、支え合いの仕組みを整え、すべての人にやさしい協働によるまちづくりをめざしています。 

今年度行ったアンケートにおいて、「障がいを理由とした差別や偏見を受けた経験」を尋ねたと

ころ、以前（平成 23 年）に比べ差別を受けた経験がある人は減少しているものの、差別はなくな

っておらず、特に若い年代で受けた経験があると答えた人が多くみられました。また、障がい者団

体・事業所を対象に行ったアンケートにおいても、様々な機会や場を活用して、障がいや障がいの

ある人に対する理解や交流促進を求める声も多くみられました。 

このように障がいのある人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現が求められており、市民・団体・事業者・企業・行政など

が連携・協働しながら進めていくことが重要となります。 

本計画では、赤穂市障がい者福祉プランの基本理念である「障がいの有無に関わらず、だれもが

尊重しあえる思いやりに満ちたやさしい共生社会の実現」を継承し、住み慣れた地域で安心して暮

らすことのできるやさしいまちづくりを、本市に住む人・関わる人全員で実現に向けて取り組んで

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

障がいの有無に関わらず、だれもが尊重しあえる 

思いやりに満ちたやさしい共生社会の実現 
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２ 基本目標 

掲げた基本理念を実現するため、７つの基本目標を設定し、計画の推進を図ります。 

 

基本目標１ 障がいに対する理解の促進 

障がいの有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障

がいや障がいのある人に対する理解を深めていきます。 

また、様々な場や機会を活用して障がいのある人とない人との交流を促進するとともに、民生委

員・児童委員※や各種団体、学校、事業所などと連携し、障がいに対する理解を深めることで、赤

穂の福祉力のさらなる向上をめざします。 

 

 

基本目標２ 日常生活を支える支援 

障がいのある人が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、相談支援・情報提供体制の充実を

図るとともに、障害福祉サービスをはじめとした生活支援サービス、経済的支援、権利擁護※まで、

幅広く障がいのある人を支える体制の充実を図ります。 

 

 

基本目標３ 一人ひとりに応じた働き方の支援 

障がいのある人の雇用促進は、社会参加の促進と自立した生活の実現、経済的な安定につながる

ことから、一般企業等に対して障がい者雇用への理解促進を図り、障がいの種類や特性に応じた働

き方ができるよう、福祉的就労※も含めた環境づくりに取り組んでいきます。 

 

 

基本目標４ こころと体を支える保健・医療体制の充実 

障がいの原因となる疾病等の適切な予防及び早期発見・早期治療の推進を図り、生まれたときか

ら高齢期まで、各ライフステージ※に応じた健康保持・増進等のための各種保健事業の推進を図り

ます。 

また、各関係機関と連携を図りながら、障がいのある人が身近な地域で必要な医療・リハビリテ

ーション※が受けられる体制づくりに取り組んでいきます。 
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基本目標５ 子どもの健やかな成長の支援 

障がいのある子どもがその年齢や個性に応じて、希望に応じた必要な教育・療育※が受けられる

よう、保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校及び特別支援学校※等の充実を図り、子ども達の

健やかな成長につながるよう取り組んでいきます。 

また、障がいのある子どもが身近な地域において、障がいの種類・特性に応じた適切な療育が受

けられるよう、各種サービスの確保と充実に努めるとともに、保健・医療・福祉・教育など様々な

関係機関と連携しながら支援体制の充実に努めます。 

 

 

基本目標６ 安心して暮らせる地域づくり 

障がいの有無に関わらず、だれもが地域で安心して、安全に暮らすことができるよう、住まいの

場が確保できるよう支援するとともに、防災・防犯対策に取り組みます。 

また、障がいの有無に関わらず子どもから高齢者まで、だれもが利用しやすい公共施設や公共交

通機関、道路、公園などの整備に努めるとともに、だれもが利用しやすく配慮されたユニバーサル

デザイン※の考えに基づいた福祉のまちづくりを進めます。 

 

 

基本目標７ 社会参加の促進 

障がいのある人の自己実現とＱＯＬ（生活の質）の向上につなげ、障がいのある人の地域社会へ

の参画と協働の機会を広げることができるよう取り組みます。 

また、スポーツ活動や文化活動の促進、余暇活動の場の確保など、障がいのある人がこころと体

の豊かさを享受できるよう支援します。 
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３ 施策の体系 

以下の体系に沿って計画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）障がいや障がいのある人に対する理解の促進 

（２）交流の促進 

（３）福祉の担い手の育成 

基本目標１ 

障がいに対する理解の促進 

（１）相談・情報提供体制の充実 

（２）障害福祉サービス等の充実 

（３）経済的な支援 

（４）差別の解消及び権利擁護の推進 

基本目標２ 

日常生活を支える支援 

基本目標３ 

一人ひとりに応じた働き方の支援 

基本理念 

（１）一般就労に向けた支援 

（２）福祉的就労の支援 

基本目標７ 

社会参加の促進 

（１）参画と協働の取り組み 

（２）スポーツ・文化活動の促進 

（３）余暇活動の場の確保 

基本目標４ 

こころと体を支える 

保健・医療体制の充実 

（１）保健サービスの充実 

（２）医療・リハビリテーションの充実、確保 

基本目標６ 

安心して暮らせる地域づくり 

（１）療育の充実 

（２）特別支援教育等の充実 

基本目標５ 

子どもの健やかな成長の支援 

（１）安心して暮らせる環境の整備 

（２）防災・防犯対策 

障がいの有無に関わらず、だれもが尊重しあえる 

思いやりに満ちたやさしい共生社会の実現 
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第２章 施策の推進方向 

 

基本目標１ 障がいに対する理解の促進 

（１）障がいや障がいのある人に対する理解の促進 

障害者基本法に規定されているように、障がいの有無に関わらず個性を尊重しながら共生する社

会を構築していくためには、障がいや障がいのある人に対する理解を深めていかなければなりませ

ん。 

アンケートで「障がいのある人に対する市民の理解の浸透」を尋ねたところ、「深まったと思う」

は比較的若い世代の回答が低く、障がい別にみると特に知的・発達障がい※のある人は深まったと

感じる人が少なくなっています。また、平成 23 年調査に比べて「深まったと思う」と感じている

人は少なくなっています。 

また、「障がいを理由とした差別や偏見の有無」を尋ねたところ、「あると思う」は年齢が低くな

るにつれて差別や偏見があると感じる人が増える状況にあり、障がい別にみると、特に精神障がい

のある人で多い状況です。しかし、平成 23 年調査と比べると「あると思う」と感じている人は少

なくなっている状況です。 

「理解を深めるために力を入れるべき内容」としては、「学校での福祉教育を充実する」がどの

年代でも回答が多くなっています。 

団体・事業所アンケートでは、障がいに対する理解がないという意見が多い中、特に精神障がい

や発達障がいなど、目に見えにくい障がいに対する理解を求める声が多くみられました。その一方

で以前に比べて理解は深まったという意見がみられます。 

平成 25 年６月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」

という。）」が成立し、平成 28 年４月施行されました。障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱

いの禁止」と「合理的配慮※の提供」の考え方が示され、障がいや障がいのある人に理解を深めて

いく必要があります。 

本市では、市広報やホームページを通じて障がいに対する理解を深める内容を掲載するとともに、

障がい者週間における啓発活動や各種イベントなど、様々な機会を活用し、周知・啓発に取り組ん

でいます。また、学校教育では、総合的な学習の時間において、体験型の福祉教育に取り組むなど、

理解を深める教育に取り組んでいます。 

各種アンケートの結果にあるように、障がいや障がいのある人に対する理解は十分とはいえない

状況にあるため、様々な場や機会、媒体を活用し、理解浸透に向けた取組を推進していく必要があ

ります。特に障害者差別解消法の趣旨について広く浸透していく必要があります。 

共生社会の実現に向け、障害者週間や人権週間、各種イベントなどの様々な機会や場、市広報や

ホームページ等を活用し、障害者差別解消法をはじめ、障がいや障がいのある人に対する理解を深

める活動を展開していきます。 

また、学校教育や社会教育の場などを活用し、子どもから大人まで、幅広く学べる場の確保に努

めます。 
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障がいのある人に対する市民の理解の浸透 

 
 

障がいのある人に対する市民の理解の浸透で「深まったと思う」と答えた人【過去の調査との比較】 
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障がいを理由とした差別や偏見の有無 

 

 

障がいを理由とした差別や偏見の有無で「あると思う」と答えた人【過去の調査との比較】 

 
 

■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①広報媒体にお 

ける周知・啓発 

○ 地域共生社会の実現に向けて、障がいや障がいのある人

への理解促進が進むよう、市広報やホームページ、ＳＮＳ

等を通じて、障害者差別解消法の周知をはじめ、障害者就

労施設の取り扱う物品や事業所の紹介について、周知・啓

発に取り組みます。 

社会福祉課 

 

②市民等を対象

とした研修の

実施【新】 

○ 障害者差別解消法の施行に伴い、民生委員・児童委員や

地域住民、市職員等を対象に障がいへの理解を深める研修

等を実施します。 

社会福祉課 
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施策項目 施策内容 担当課 

③障害者週間等

における 

周知・啓発 

○ 社会福祉協議会において、「障がい者週間ともに考える市

民のつどい」を開催し、障がい者問題が障がいのない人に

とって身近な問題と感じてもらう機会として、ともに生き

る共生社会の促進に取り組みます。 

○ 校内研修会・人権研修会等を通して障がいや障がいのあ

る人に対する理解を深めていきます。 

社会福祉課 

指導課 

市民対話課 

社会福祉協議会 

④各種福祉大会 

・イベントの 

開催拡充 

○ 社会福祉協議会による「福祉のつどい」等様々なイベン

トを開催するとともに、障害者就労施設に物販の機会を提

供していきます。 

○ 自立支援協議会くらし部会等を中心に、障がいのある人

や支援者が、障がいの有無に関わらず参加できるイベント

の企画や実施について検討します。 

社会福祉課 

社会福祉協議会 

⑤人権教育の推

進 

 

 

○ 赤穂市教育プランに基づき、人権教育の推進に向け、学

校教育全体で行うことを位置づけるとともに、学校訪問等

を通し、学校教育全体で人権教育が進むよう、指導・助言

を行います。 

○ 赤穂市民主促進協議会教育専門部会において、「障がいの

ある人と人権」分科会を持ち、実践交流を行うとともに、

兵庫県人権教育研究協議会等と連携を図ります。 

指導課 

市民対話課 

 

⑥福祉教育の推

進 

○ 社会福祉協議会の協力のもと、各小学校における総合的

な学習の時間において、体験活動による福祉教育の実践を

子どもの成長に合わせて行います。 

【実施例】 

①アイマスク体験・点字体験を通して、視覚障がいについ

て学ぶ。 

②手話体験を通して、聴覚障がいについて学ぶ。 

③実際に盲導犬にふれ、その利用者の生の声を聞く。 

④車いす体験を通して、バリアフリー※の必要性に気づく。 

⑤高齢者福祉施設を訪問し、心の通った交流を行う。 

⑥障がい者スポーツを体験し、パラリンピック※の意義につ

いて学ぶ。 

○ 小中高校の児童生徒、企業や団体に対して、障がいのあ

る人の疑似体験を通じて理解を深めるため、職員及びボラ

ンティアの派遣を行います。 

○ 様々な障がいに対する理解の促進に努めるとともに、子

どものみならず保護者や地域住民も含め、啓発に取り組ん

でいきます。 

指導課 

社会福祉協議会 

⑦手話言語条例

の推進【新】 

○ 平成 30 年度より、手話言語条例を制定し、意思疎通支援

事業や手話研修等を通じて聴覚障がいのある人に対する理

解促進と手話の普及を図ります。 

社会福祉課 
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（２）交流の促進 

障がいのある人とない人との交流を促進することは、障がいや障がいのある人に対する理解を深

めることにつながります。 

団体・事業所アンケートにおいて、障がいに対する理解を深めるには障がいのある人と関わる機

会が重要という意見が多く、具体的に地域で関わる機会や障がい者施設への見学会など、様々な意

見がみられました。また、障がいのある人の地域との関わりとして、サービス提供事業所において

施設のお祭りや防災訓練などを通じて、地域と関わる機会、地域に根付いた活動が展開されていま

す。 

アンケートで「近所付き合いの状況」を尋ねたところ、若い世代ほど近所付き合いの希薄化がみ

られます。この傾向は平成 28 年度に行われた「赤穂市地域福祉計画策定にかかるアンケート調査」

においても、若い世代での近所付き合いの希薄化がみられ、同様の傾向となっていますが、障がい

のある人とない人を比較した場合、障がいのある人のほうが近所付き合いが薄い状況にあります。 

本市では、福祉に関する大会やイベント等を通じて、障がいのある人の交流の促進に努めていま

すが、障がいのある人とない人が関われる機会や場は十分とはいえない状況にあります。 

障がいに対する理解の促進に向け、障がいのある人とない人が関わる機会、交流する機会を地域

や各種団体と連携を図りながら構築し、各種大会やイベント等を通じて交流の機会を広げていきま

す。 

 

近所付き合いの状況 
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全く付き合っていない 不明・無回答

本
調
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■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①大会等を活用 

した障がい者 

団体の参加促 

進 

○ 兵庫県や各種障がい者団体が開催する各種大会が開催さ

れており、参加者の楽しみや交流活動につながるよう、参

加の促進に努めます。 

 

社会福祉課 

②スポーツを通

じた交流の促

進 

○ 各種スポーツ大会等への参加は当事者のモチベーション

の向上につながっていることから、今後も参加を働きかけ

るとともに、活動を支援していきます。 

○ 障がい者スポーツの実施団体に備品や消耗品を提供する

とともに、障がい者団体が主催するスポーツ大会や活動に

対して後方支援に努めます。 

○ サウンドテーブルテニスなどスポーツ事業を通じて、障

がいのある人とない人との交流の促進に努めていきます。 

社会福祉課 

③ニュースポー

ツの普及 

 

○ 囲碁ボール大会、室内カーリング大会の開催により、誰

もが楽しめるニュースポーツを通じた交流の推進を図りま

す。 

○ ニュースポーツ大会の開催を継続するとともに、障がい

者スポーツ団体との連携により、スポーツ交流の推進を図

ります。 

スポーツ推進課 

 

④障がいのある

人とない人と

の交流【新】 

 

 

○ 障がいや障がいのある人に対する理解の促進に向け、サ

ービス提供事業所による施設のお祭りや防災訓練などを通

じて、地域と関わる機会、地域に根付いた活動を働きかけ

ていきます。 

○ 障がい者団体やサービス提供事業所、関西福祉大学等と

連携・協力し、障がいのある人とない人が交流を図れる場・

機会の確保に努めます。 

社会福祉課 
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（３）福祉の担い手の育成 

障がいのある人が増加する中、少子高齢化の進展も伴って、何らかの支援を求める人が増加して

いる状況にあり、また求められる内容も多様化・複雑化しています。 

障がい福祉の分野に限らず、様々な福祉分野における人材が不足している中、今回行った団体・

事業所アンケートにおいても、人材不足とする意見が多くみられました。 

また、「赤穂市地域福祉計画策定にかかるアンケート調査」において、市民・関西福祉大学学生

に「地域活動やボランティアの状況」を尋ねたところ、以前に比べ活動している人が減っている状

況にあり、参加しない理由としては仕事・家事・学業が忙しいというのが主な理由となっています

が、情報やきっかけがないという意見も多くみられました。 

本市では、社会福祉協議会が運営するボランティアセンターとグループ自主運営の赤穂ボランテ

ィア協会があり、ボランティア活動に関する支援活動を行っています。また、社会福祉協議会にお

いて、点字講座、朗読講座、要約筆記講座、移送サービス実習講座等を定期的に開催し、ボランテ

ィアの育成に努めています。 

そのほかにも関西福祉大学や民生委員・児童委員、各種団体と連携・協力のもと、様々な分野に

おける福祉課題の解消に取り組んでいます。 

障がいのある人の生活を支えていくためには、様々な分野において人材を確保していくことが重

要であるため、ボランティア活動をはじめ、様々な人材・団体に行っている各種支援を継続して行

っていくとともに、様々な場や機会を活用して、市民の福祉に対する関心を高めていきます。 

 

■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①ボランティア

の育成・活動

支援 

○ 社会福祉協議会が運営するボランティアセンター及び赤

穂ボランティア協会等に対して、活動に必要な情報の提供

や活動情報の周知・啓発に努めます。 

○ 市民が積極的にボランティア活動に参加できるような養成

研修事業を開催し、ボランティアの裾野の拡大に努めます。 

○ ボランティアの養成やスキルアップなどに取り組むとと

もに、コーディネート体制や関係機関との連携体制につい

て充実を図ります。 

○ 若年層や団塊の世代などにボランティアについて関心を

もってもらえるよう、積極的な啓発活動及び発掘、育成活

動を展開していきます。 

○ 市広報や社協だより、ホームページを通じて、ボランテ

ィア養成講座等に関する状況を掲載するなど、周知・啓発

に取り組みます。 

○ ボランティア活動の担い手が継続的かつ効果的に活躍で

きる環境づくりに取り組むとともに、高校や大学、企業と

連携し、若年層のボランティアの発掘に取り組みます。 

社会福祉課 

社会福祉協議会 
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施策項目 施策内容 担当課 

②ボランティア

センター等と

の連携促進 

○ ボランティアセンターとしての機能の充実と強化を図る

ため、赤穂ボランティア協会と連携しながら、普及・啓発

活動を推進します。 

○ 今後も継続してボランティア活動の活発化に向けた情報

提供やボランティア団体への支援を通じてボランティアの

裾野の拡大に努めます。 

社会福祉協議会 

 

③災害ボランテ

ィアの育成 

○ 災害ボランティア活動のマニュアルの点検や災害時備品

の確保に努めるとともに、災害ボランティアセンター開設

訓練や研修を実施します。 

○ 災害時には円滑に防災支援活動ができるよう、災害ボラ

ンティア養成講座を実施して災害ボランティア登録を推進

します。 

社会福祉協議会 

 

④社会福祉協議

会との連携強

化 

○ 社会福祉協議会を地域福祉活動を推進するリーダー役と

して位置づけ、福祉の意識づくりや福祉の担い手の育成に

取り組むとともに、連携を強化し活動に対する支援を行い

ます。 

社会福祉課 

 

⑤各種団体等と

の連携強化 

○ 個人情報の保護に配慮しながら、高齢者や障がいのある

人など要支援者情報の把握と共有に努めます。 

○ 様々な機会や媒体を通じて、地域団体の情報をはじめ、

参加の意義等について、周知・啓発に取り組みます。 

社会福祉協議会 

 

⑥関西福祉大学

との連携強化 

○ 関西福祉大学とユニバーサル社会※づくりに向けた活動

をはじめ、赤穂学※の開講、インターンシップ生受入、協働

事業を３本柱として、様々な分野で連携・協力を進めてい

きます。 

企画広報課 

⑦民生委員・児

童委員、地域

福祉推進委員

の活動支援 

○ 各地区の民生委員・児童委員、地域福祉推進委員で構成

する地域福祉推進連絡会への支援を行うとともに、活動強

化を図っていきます。 

○ ニーズの多様化に伴い、支援内容も幅広くなっているこ

とから、地域活動に関する情報提供や研修等を通じて、民

生委員・児童委員、地域福祉推進委員の質の向上及び活動

の支援に努めていきます。 

社会福祉課 

⑧福祉実習生の

受け入れの 

推進 

○ 市内の社会福祉法人や福祉に関係するサービス提供事業

所において、関西福祉大学の学生の福祉実習を受け入れる

ことにより、福祉人材の育成に努めていきます。 

障害福祉サービ

ス事業所 

（さくら園） 

⑨事業所におけ

る福祉人材の

確保【新】 

○ 兵庫県や県社会福祉協議会が行っている福祉人材の確保

に向けた相談や説明会、スキルアップに向けた講座などに

関する情報を適宜収集し、情報の発信に努めます。 

○ 小学校における体験学習や中学校におけるトライやる・

ウィークなど通じて、幼少期から福祉とふれあう機会を設

け、福祉職の魅力について普及・啓発に努めます。 

社会福祉課 

指導課 
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基本目標２ 日常生活を支える支援 

（１）相談・情報提供体制の充実 

本市の障がい者相談の中核的な役割を担う機関として、平成 29 年４月に基幹相談支援センター

を設置し、障がいのある人や家族などからの相談、困りごとなどに専門的に対応しており、相談体

制の強化を図りました。 

アンケートで「赤穂市障がい者基幹相談支援センターの認知状況」を尋ねたところ、設置して間

もないこともあり「知っている」の回答が各年代で 10％前後と、まだ浸透してない状況にあります。 

また、「総合的な相談窓口の必要性」について尋ねたところ、「必要である」は平成 23 年調査か

らわずかに下がっているものの、依然として必要と考える人が多く、特に精神障がいのある人での

意向が高くなっています。「住みよいまちをつくるために特に必要なこと」では「何でも気軽に相

談できる総合的な相談窓口の整備・充実」と答えた人は各年代で回答が多くなっています。 

団体・事業所アンケートにおいても、相談体制の充実を求める声が大きく、今後重点的に進める

施策としても相談支援が最も多くなっています。ほかにも相談支援事業所が少ないことや、相談の

質、専門性など、相談支援体制の充実に様々な意見が出ている状況です。 

基幹相談支援センターの設置により、一定相談体制の充実が図れたものの、相談に関する要望は

非常に高く、本市における重要な課題と言えます。 

基幹相談支援センターを中心に、相談支援事業所をはじめ、保健・医療・福祉・教育など、様々

な相談窓口の充実と連携体制の強化を図ります。また、困難事例や先進事例、地域の情報などにつ

いて各関係機関が情報の共有が図れる仕組みについて、検討を重ねていきます。 

また、支援を必要とする人に必要な情報が行き届くよう、常に最新の情報の収集に努め、広く周

知・啓発に取り組みます。 

 

赤穂市障がい者基幹相談支援センターの認知状況 

 
 

 

 

7.4

15.3

8.7

11.5

90.4

76.4

74.2

80.0

2.2

8.3

17.1

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満(n=136)

18～39歳(n=144)

40～64歳(n=333)

65歳以上(n=505)

知っている 知らない 不明・無回答
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総合的な相談窓口の必要性 

 

 

総合的な相談窓口の必要性で「必要である」と答えた人【過去の調査との比較】 

 

 

 

■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①基幹相談支援

センターの充

実 

○ 平成 29 年４月に基幹相談支援センターを開設し、個別の

ケース対応、関係機関との連携、自立支援協議会の運営、

地域生活支援拠点整備のコーディネート機能等の役割を担

っています。 

○ 基幹相談支援センターの体制を強化し、増加する個別ケ

ースに対応できる相談体制の構築に努めます。 

社会福祉課 

 

86.0

81.3

63.9

63.0

67.2

54.5

85.2

62.8

75.2

11.0

7.7

9.0

12.1

13.4

5.0

8.0

15.7

4.3

2.9

11.1

27.0

25.0

19.4

40.6

6.9

21.4

20.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳未満(n=136)

18～39歳(n=144)

40～64歳(n=333)

65歳以上(n=505)

身体障がい(n=500)

知的・発達障がい(n=180)

精神障がい(n=101)

その他の障がい(n=70)

重複障がい(n=93)

年
齢

別
障

が
い

別
（

1
8
歳

以
上

）

必要である 必要でない 不明・無回答
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施策項目 施策内容 担当課 

②赤穂市障害者

自立支援協議

会の円滑な運

営 

○ 自立支援協議会を開催し、障がい福祉計画の進捗状況の

報告や、各種課題の解決に向けた検討を行います。 

○ 基幹相談支援センターを中心とし、委託法人と連携しな

がら円滑な自立支援協議会の運営に努めます。 

社会福祉課 

③総合的な相談

体制の構築 

○ 基幹相談支援センターの開設に伴い、障がいに関する総

合的な相談窓口として、幅広い相談内容に対応が可能とな

り、また生活困窮や子育て等の関係部署や保健・医療・福

祉等の関係機関との連携体制を強化します。 

社会福祉課 

④ピアカウンセ

リング※の推

進及び養成 

○ 本市で身体障がい者相談員・知的障がい者相談員、兵庫

県で精神障害者相談員を委嘱し、当事者や家族の立場で各

種相談に対応します。 

社会福祉課 

⑤気軽な相談方

法の導入 

○ 社会福祉課にＦＡＸ、メール等を設置し、主に聴覚障が

いのある人からの相談や連絡を受け、迅速に対応します。 

○ 手話だけでなく、様々な障がいの特性を理解し、一人ひ

とりの特性にあったコミュニケーション手段を用いること

ができるよう理解を広げていきます。 

社会福祉課 

⑥相談窓口の周

知 

○ 定期的に市広報やホームページを活用し、基幹相談支援セ

ンターをはじめ、各種相談窓口の周知・啓発に取り組みます。 

社会福祉課 

⑦情報提供方法

の充実 

○ 障がい者施策一覧、事業所一覧の更新や充実を図り、必

要な支援が受けられるよう、申請手続きや案内の充実に取

り組みます。 

○ 相談機関をまとめた「地域相談支援マップ」の改訂を行

い、各種窓口の周知・啓発に取り組みます。 

社会福祉課 

⑧地域総合援護

システムの推

進 

○ 地域総合援護システム「ニーズ別福祉サービス一覧表」

を年度ごとに見直しを行い、民生委員・児童委員等に冊子

を配布し、福祉サービスを迅速に提供できるよう取り組み

ます。 

○ 支援を必要とする人を早期に発見し、必要な支援につな

ぐことができるよう、関係機関との連携を進めていきます。 

社会福祉課 

 

⑨地域包括支援

センターによ

る総合相談の

充実 

○ 高齢者の総合相談窓口として、総合相談支援対応を通じ

て、高齢の障がいのある人がどのような支援が必要かを把

握し、地域における適切なサービス、関係機関及び制度の

利用につなげる等の支援を行っていきます。 

地域包括支援 

センター 

 

⑩相談支援事業

所の充実【新】 

○ 障害福祉サービスの円滑な利用や相談支援体制の充実を

図るため、新たな相談支援事業所開設や相談支援専門員増

員への働きかけを行います。 

社会福祉課 
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（２）障害福祉サービス等の充実 

障がいのある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援するためには、障害者総合支援法に基づ

く障害福祉サービスや地域生活支援事業の確保・充実が求められています。 

アンケートで 18 歳未満の人に「児童対象のサービス等の利用状況」を尋ねたところ、未就学児

は「児童発達支援」、小学生以上は「放課後等デイサービス」や「日中一時支援」などを利用して

いる人が多く、今後の意向としては全体的に「放課後等デイサービス」の希望が多く、そのほか未

就学児は「児童発達支援」、小学生は「日中一時支援」、中学生・高校生は「就労支援」や「短期入

所」の希望が多くみられます。 

18 歳以上の人では、現状として「どれも利用していない」が多くなっていますが、利用している

サービスとして、18～39 歳は「就労支援」、40～64 歳は「施設への入所」「生活介護」、65 歳以上は

「ホームヘルプ」「日中一時支援」「施設への入所」が多く、またどの年代も「サービスを利用する

ための相談」が多くなっています。 

団体・事業所アンケートにおいて、子どものサービスでは「預かり」に関するサービス希望が多

く、具体的には日中一時支援や短期入所、放課後等デイサービスの希望が多くなっています。成人

のサービスとしては、グループホーム・短期入所・居宅介護、65 歳以上ではグループホームの希望

が多くなっています。全体的にサービスが不足しているという意見が多く、またサービスの質や障

がい特性に応じたサービスを希望する意見もみられました。 

本市には、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス、児童福祉法に規定する障害児通所支

援の事業所は 13法人 28事業所あり、サービスの種類・量ともに以前と比べて充実してきています

が、年々サービス利用者が増加し、どの事業所も飽和状態になりつつあります。 

また、サービス提供事業所が抱える問題として、どの事業所も人材不足が大きな課題であり、サ

ービス提供者自身もサービスに対するニーズが高まっていると感じているものの、人材不足、職員

が定着しないことから、利用者が望むサービスを提供できないと考えている事業所が多くなってい

ます。 

サービスは一定の量や種類を確保している状況にあるものの、障害福祉サービス・障害児通所支

援等に対する利用希望は年々高まっているため、事業所の人材不足により、今後必要な人にサービ

スが行き届かなくなることが考えられます。 

これまで同様、障がいのある人のニーズを把握しながら、必要なサービス量の確保に努めるとと

もに、事業所の人材不足については、国や兵庫県の支援策を活用するなど、課題解決に向けて検討

を進めます。 
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児童対象のサービス等の利用状況と利用意向 

（複数回答） 

  

未就学児(n=42) 小学生(n=28) 中学生(n=26) 高校生(n=25) 

利用状況 利用意向 利用状況 利用意向 利用状況 利用意向 利用状況 利用意向 

１
位 

児童 

発達支援 

(90.5％) 

児童 

発達支援 

(71.4％) 

どれも利用 

していない

(46.4％) 

放課後等 

デイサービス

(57.1％) 

放課後等 

デイサービス 

(46.2％) 

放課後等 

デイサービス

(38.5％) 

どれも利用 

していない

(64.0％) 

特にない 

(44.0％) 

２
位 

保育所

(7.1％) 

放課後等 

デイサービス

(21.4％) 

放課後等 

デイサービス

(39.3％) 

日中一時 

支援 

(25.0％) 

どれも利用 

していない

(42.3％) 

短期入所

(26.9％) 

放課後等 

デイサービス

(24.0％) 

就労支援

(20.0％) 

３
位 

どれも利用 

していない

(7.1％) 

アフター 

スクール 

(14.3％) 

日中一時 

支援 

(7.1％) 

特にない 

(21.4％) 

サービスを 

利用する 

ための相談

(15.4％) 

特にない 

(26.9％) 

施設への 

入所 

(12.0％) 

放課後等 

デイサービス

(16.0％) 

４
位 

日中一時 

支援 

(4.8％) 

保育所 

(11.9％) 

児童 

発達支援 

(7.1％) 

移動支援 

(14.3％) 

ホームヘルプ 

(11.5％) 

サービスを 

利用する 

ための相談

(23.1％) 

日中一時 

支援 

(8.0％) 

短期入所 

(12.0％) 

５
位 

アフター 

スクール 

(2.4％) 

自立訓練 

(11.9％) 

保育所等 

訪問支援

(7.1％) 

アフター 

スクール 

(14.3％) 

短期入所 

(11.5％) 

就労支援 

(23.1％) 

移動支援 

(4.0％) 

日中一時 

支援 

(12.0％) 

 

 

障害福祉サービス等の利用状況と利用意向 

（複数回答） 

  

18～39 歳(n=144) 40～64 歳(n=333) 65 歳以上(n=505) 

利用状況 利用意向 利用状況 利用意向 利用状況 利用意向 

１
位 

どれも 

利用していない 

(39.6％) 

就労支援 

(27.8％) 

どれも 

利用していない 

(50.5％) 

特にない 

(34.2％) 

どれも 

利用していない 

(66.5％) 

特にない 

(38.2％) 

２
位 

就労支援 

(28.5％) 

特にない 

(22.2％) 

施設への入所 

(22.5％) 

施設への入所 

(21.3％) 

ホームヘルプ

(4.8％) 

ホームヘルプ 

(18.8％) 

３
位 

生活介護 

(15.3％) 

サービスを利用 

するための相談 

(21.5％) 

生活介護 

(15.3％) 

生活介護 

(16.8％) 

日中一時支援 

(4.8％) 

施設への入所 

(13.7％) 

４
位 

日中一時支援 

(11.1％) 

日中一時支援 

(20.8％) 

就労支援 

(10.2％) 

サービスを利用 

するための相談 

(10.8％) 

施設への入所 

(4.6％) 

サービスを利用 

するための相談 

(11.5％) 

５
位 

短期入所 

(10.4％) 

一般就労※を 

継続するための 

支援 

(20.8％) 

グループホーム 

などでの 

共同生活 

(5.4％) 

就労支援 

(10.5％) 

生活介護 

(4.2％) 

移動支援 

(11.1％) 
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■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①障害福祉サー 

ビスの充実 

○ 各事業所と連携を図りながらサービス量の確保、新たな

事業所の参入を働きかけます。 

○ 障がい特性に応じたサービスの提供に向け、利用者のニ

ーズを把握しながら、事業所と連携を図り、サービスの質

の向上に取り組みます。 

社会福祉課 

 

②地域生活支援

事業の充実 

○ 障害者総合支援法に規定する地域生活支援事業について

「理解促進啓発・研修事業」「相談支援事業」「意思疎通支

援事業」「日常生活用具給付事業」「手話奉仕員養成研修事

業」「移動支援事業」「地域活動支援センター機能強化事業」

「成年後見制度利用支援事業」などの必須事業を中心に、

関係機関と調整を行いながら、継続的な実施に取り組んで

いきます。 

社会福祉課 

 

③外出支援の充

実 

○ 市内循環バス（ゆらのすけ）や圏域バス、デマンドタク

シーの運行を引き続き実施するとともに、利用者のニーズ

の把握や利便性の向上に努め、利用促進を図ります。 

○ 高齢化等に伴う免許返納等に対応するため、時代に合っ

た新たな交通施策を関係部署で調整をしながら、今後のあ

り方について検討していきます。 

企画広報課 

 

④障害者総合支

援法以外のサ

ービスの充実 

○ 障害者総合支援法以外のサービスとして、寝具貸与や紙

おむつ給付など、様々なサービスを提供し、障がいのある

人の生活支援の充実に努めます。 

社会福祉課 

⑤重度・重複障

がいに対応し

た生活支援の

充実 

○ 市民病院において、平成 28 年 12 月に地域包括ケア病棟

を開設し、脳性麻痺等の患者のレスパイト※入院の受け入れ

を行っています。 

○ 医療的ケアに対応できる施設、重症心身障がい※者（児）

の受け入れが可能な施設の開設に向けて、医療機関と情報

交換や連携を図りながら、受け入れ先の確保に向けて取り

組んでいきます。 

○ 在宅での生活支援に向け、保健・医療・福祉の連携体制

の強化に努めます。 

社会福祉課 

医療課 
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施策項目 施策内容 担当課 

⑥発達障がいの

ある人への支

援の充実 

○ 発達障がいの対応方法や特性への理解を深める取組を行

います。 

○ 市内事業所を対象とした研修会の開催、自立支援協議会

の専門部会におけるケース検討を通じて、支援者の理解を

深めていきます。 

○ 引きこもりのケースでは、基幹相談支援センターや生活

困窮者自立支援相談員が連携して対応するとともに、子ど

もに関する相談のケースでは、家庭児童相談員や学校等各

機関が連携し、課題の解決を図ります。 

社会福祉課 

子育て健康課 

⑦介護家族者へ

の支援 

○ 各地区の在宅介護支援センターが、地域の要援護者を介

護している家族等を対象に、介護方法等についての指導や

助言を行う教室を開催します。 

○ ねたきり・認知症・重度の障がいのある人の介護者が組

織する「介護者の会」に様々な援助活動を支援し、在宅介

護における介護者の精神的・身体的負担の軽減を図ってい

ます。 

○ 介護の正しい知識や理解を指導・助言することで、家族

の負担を減らし、家族への介護支援を推進していきます。 

社会福祉課 

 

⑧障がい者、介

助者の高齢化

に対する支援 

○ 障がいのある人及び家族の高齢化で、親亡き後の生活に

ついての不安を抱える人が増えており、市内にグループホ

ームや生活介護、短期入所の施設の確保に向け、引き続き

障害福祉サービス等事業所、介護保険事業所を中心に働き

かけを行います。 

○ 高齢障がい者のサービス利用状況等を勘案し、適切なマ

ネジメントに努めます。 

○ 障がいのある人が、障害福祉サービス事業所で介護保険

サービス※を受けることができるよう、共生型サービス事業

所の設置を検討していきます。 

社会福祉課 

医療介護課 

⑨事業所におけ

る福祉人材の 

確保【新】 

（再掲） 

○ 兵庫県や県社会福祉協議会が行っている福祉人材の確保

に向けた相談や説明会、スキルアップに向けた講座などに

関する情報を適宜収集し、情報の発信に努めます。 

○ 小学校における体験学習や中学校におけるトライやる・

ウィークなど通じて、幼少期から福祉とふれあう機会を設

け、福祉職の魅力について普及・啓発に努めます。 

社会福祉課 

指導課 
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（３）経済的な支援 

障がいのある人が地域社会の中で自立した生活を営んでいくためには、生活の基盤となる所得保

障の充実が必要となります。 

アンケートで「住みよいまちをつくるために必要な施策」で「年金などの所得保障の充実」や「医

療費の軽減」と答えた人は各年代ともに約４割で、障がい別では精神障がいのある人で半数を超え

ています。 

本市では、障害基礎年金※や特別障害者手当※の支給をはじめ、医療費の助成、自動車運転免許の

取得・自動車改造費の助成、社会参加促進交通費の助成などの経済的な負担の軽減を行っています。 

今後も、障がいのある人やその家族の経済的負担を軽減する年金や手当などの制度の周知を図っ

ていきます。 

 

「住みよいまちをつくるために必要な施策」で「年金などの所得保障の充実」「医療費の軽減」と答えた人 
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■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①所得の保障に

関する制度の

周知 

○ 障がいのある人に対する経済的な支援として、特別障害

者手当、障害児福祉手当、重度心身障害者介護手当などを

支給するとともに、市広報やホームページ等を活用し、情

報の提供に努めます。 

○ 社会福祉課の窓口において、新たに手帳を取得する人を

対象に障がい福祉施策一覧を配布し、制度の周知に努めて

いきます。 

○ 年金事務所との連携による未納者への免除制度の周知・

利用の促進に努めます。 

社会福祉課 

市民課 

 

②医療費負担の

軽減 

○ 自立支援医療や重度障害者医療費助成事業など、医療に

かかる費用の負担軽減に取り組むとともに、円滑な受給者

証の発行に努めます。 

社会福祉課 

医療介護課 

③経済的な支援

策の周知 

○ 社会参加促進交通費助成を引き続き実施するとともに、 

タクシー料金の１割減免やＪＲ運賃の減免、高速道路料金

の減免制度など各種施策の周知に努めます。 

社会福祉課 
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（４）差別の解消及び権利擁護の推進 

平成 28 年４月「障害者差別解消法」が施行され、障がいのある人に対する不当な差別的取扱い

の禁止及び合理的配慮の提供が求められており、行政機関等及び事業者に対し、正当な理由なく差

別することを禁止しています。また、普及啓発活動等を通じて、障がいのある人も含めすべての人

が、それぞれの立場において自発的に取り組むことを促しています。 

アンケートで「障がいを理由とした差別や偏見の有無」を尋ねたところ、「あると思う」は年齢

が低くなるにつれて差別や偏見があると感じる人が多く、障がい別にみると、特に精神障がいのあ

る人で多い状況です（29 ページ参照）。 

実際に「障がいを理由に差別や偏見を受けた経験」を尋ねたところ、「ある」と答えた人は若い

世代ほど多く、18 歳未満で 41.9％、障がい別では知的・発達障がい、精神障がい、重複障がいの

ある人で約 25％となっています。 

本市では、様々な機会や媒体を活用し、障がいに対する理解を深める取組や、障害者差別解消法

の施行に伴い、民生委員・児童委員や市職員を対象に研修会の開催や対応マニュアルを作成するな

ど、障がいに対する理解促進や差別解消に向けた取組を進めていますが、差別を受けたことがある

人は少なくありません。 

障がいのある人に対する差別や虐待はあってはならないため、障害者差別解消法や障害者虐待防

止法など、法制度の趣旨が広く市民に伝わるよう、周知・啓発に取り組むとともに、様々な場や機

会、交流などを通じて、障がいや障がいのある人に対する市民の理解が深まるよう、取り組んでい

きます。 

 

障がいを理由に差別や偏見を受けた経験 
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障がいを理由に差別や偏見を受けた経験が「ある」と答えた人【過去の調査との比較】 

 

 

 

■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①障害者差別解

消法、障害者

虐待防止法の

周知・啓発

【新】 

○ 障害者差別解消法の施行に伴い、民生委員・児童委員や

市職員に対し、障がいへの理解を深める研修会を実施する

とともに、市職員に職員対応マニュアルの徹底を図ります。 

○ 障害者差別解消法や障害者虐待防止法の趣旨・内容につ

いて、広く周知・啓発に取り組みます。 

社会福祉課 

②福祉サービス

利用援助事業 

○ 判断能力に不安のある高齢者や知的障がいのある人、精

神障がいのある人で、本人の利用意思が確認できる人に対

し、「福祉サービスの利用支援」「日常的金銭管理」「通帳・

印鑑・公的書類等の保管などの支援」を行っており、引き

続き社会福祉協議会と連携を図りながら、事業の利用促進

に努めます。 

社会福祉課 

社会福祉協議会 

 

③成年後見制度

の周知・活用 

○ 成年後見制度を必要とする人が、住み慣れた地域で暮ら

し続けられるよう、平成 28 年度に４市３町の共同で開設し

た「西播磨成年後見支援センター」と連携し、成年後見制

度の普及や利用促進、専門職による相談支援、市民後見人

の養成・支援を行っていきます。 

社会福祉課 

④虐待ゼロに向

けた取り組み

の推進 

○ 虐待防止にかかる相談・対応を行っていくとともに、緊

急時受入体制、障害者虐待防止センター機能も含め、地域

生活支援拠点のあり方を検討していきます。 

社会福祉課 
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基本目標３ 一人ひとりに応じた働き方の支援 

（１）一般就労に向けた支援 

近年、障がいのある人の就労意欲が高まっている中、障がいのある人が地域で自立した生活を送

るために就労は重要です。 

アンケートで「現在の就労状況（福祉的就労を含む）」を尋ねたところ、18～39 歳で 67.4％、40

～64 歳で 41.7％、65 歳以上で 9.9％となっており、平成 23 年度調査と比べると、各年代で働いて

いる人は増えており、特に 18～39 歳で大きく上昇しています。 

「今後の就労意向」で「働きたい」と答えた人は 18～39 歳で 76.4％、40～64 歳で 52.3％、65

歳以上で 14.7％と、今後働きたいと考える人は多く、具体的な働き方としては「正社員」「パート、

アルバイト、臨時雇用」「就労継続支援Ｂ型」と年代で希望は様々で、比較的一般就労を希望する

人が多くなっています。 

「働くため、または働き続けるために望むこと」としては、「職場の障がい者理解を深めてほし

い」が最も多くなっています。「働いていない理由」としては、「障がいが重度のため」「病気・高

齢のため」が主な理由として多くなっていますが、「自分にあった仕事や自分にできる仕事がない

ため」「仕事をすることが不安なため」という回答が若い世代で比較的多くみられます。 

団体・事業所アンケートでは、企業に対する「理解」について多く意見が出ています。具体的に

は障がい者雇用に対する理解をはじめ、障がいのある人の受け入れ、職場実習の受け入れなどを求

める声が多くなっていますが、その一方で以前に比べて企業の障がいのある人に対する理解は深ま

っている声もみられます。そのほか、企業から障害者就労施設に対する仕事のあっせんや、企業と

障害者就労施設のマッチング、一般就労後の相談・フォローアップなど、様々な意見が出ています。 

一般就労の促進に向け、ハローワークや西播磨障害者就業・生活支援センター※と連携し、就業

に関する相談や就職のあっせん、職業訓練などに取り組んできました。また、自立支援協議会しご

と部会において、障がいのある人の就業状況や福祉施設から一般就労に向けた取り組みの状況など、

障がい者雇用・就業の促進に向けた議論・検討を行ってきました。 

就労系サービスの充実や企業の障がい者理解の浸透により、以前に比べ障がいのある人の雇用は

進んでいます。また、働きたい人・働き続けたいと考える人も多いことから、雇用・就業、働き続

けられる環境等、多岐にわたる分野でさらなる充実が求められています。 

障がいのある人の雇用・就業の促進に向け、ハローワークや西播磨障害者就業・生活支援センタ

ー、障害者就労施設などと連携し、一般就労の促進に向けた相談、訓練、就労後のフォローアップ

等の充実に取り組みます。また、障がいのある人の一般就労の促進に向け、市内の企業及び市民に

対して、障がい者雇用に対する理解の促進に向けた周知・啓発に取り組んでいきます。 
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現在の就労状況（福祉的就労含む） 

 
 

現在の就労状況で「働いている（福祉的就労を含む）」と答えた人【過去の調査との比較】 
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47.2

61.4

80.0

74.2

0.0

2.1

3.8

2.8

1.1

2.0

2.9

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～39歳(n=144)

40～64歳(n=333)

65歳以上(n=505)

身体障がい(n=500)

知的・発達障がい(n=180)

精神障がい(n=101)

その他の障がい(n=70)

重複障がい(n=93)

年
齢

別
障

が
い

別
（

1
8
歳

以
上

）

働いている（福祉的就労を含む） 働いていない 不明・無回答

67.4

41.7

9.9

45.7

32.6

6.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

18～39歳 40～64歳 65歳以上

本調査 23年調査

年
齢
別 

障
が
い
別
（
18
歳
以
上
） 
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今後の就労意向 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.4

30.6

14.6

0.0

2.1

3.5

6.3

16.0

3.5

2.1

9.7

11.8

52.3

15.3

15.6

3.0

2.4

0.9

2.7

9.3

3.0

10.2

18.6

18.9

14.7

0.6

4.4

3.6

1.6

0.2

0.0

0.2

4.2

29.7

40.4

15.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働きたい

正社員

パート、アルバイト、臨時雇用

自営業

内職

就労移行支援

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

その他

働くつもりがない

働けない

不明・無回答

働
き

た
い

の
内

訳

18～39歳(n=144)

40～64歳(n=333)

65歳以上(n=505)

【一般就労の希望】

18～39歳：47.2％

40～64歳：36.3％

65歳以上： 10.1 ％

【福祉的就労の希望】

18～39歳：25.7％

40～64歳：12.9％

65歳以上：0.4％

「
働
き
た
い
」
の
内
訳 
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■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①企業等に対す

る周知・啓発 

○ 赤穂市内の企業及び市民を対象とした障がい者雇用促進

セミナーを開催し、企業等に対して障がいに対する正しい

理解の促進を図ります。 

産業観光課 

 

②就業支援や職

業訓練の周

知・啓発 

○ ハローワークと連携して雇用促進奨励費助成等の活用を

促進するとともに、就業サポート相談会を開催し、関係機

関と連携して就業支援などを行っています。 

○ ハローワークや西播磨障害者就業・生活支援センターと

連携を図りながら、障がい者雇用制度に関する周知・啓発

に取り組みます。 

○ ハローワークや西播磨障害者就業・生活支援センターと

連携し、企業にトライアル雇用（障害者試行雇用事業）※

や職業訓練の機会提供の促進に努めます。 

社会福祉課 

産業観光課 

 

③さくら園の運

営 

○ さくら園（就労移行支援事業）を運営し、就労に向けた

取組や就労アセスメント※を行い、一般就労に向けた訓練及

び働く場の充実に取り組みます。 

障害福祉サービ

ス事業所 

（さくら園） 

④働きやすく・

働き続けられ

る環境づくり 

○ 障害者就労施設や施設で働く障がいのある人への理解を

深め、一般就労の促進に努めます。 

○ 就労定着支援事業が創設されることから、就労継続支援

Ａ型事業所や就労移行支援事業所に事業開始の働きかけを

行います。 

社会福祉課 

産業観光課 

⑤就業に関する

相談の充実 

○ 障害者雇用促進月間に、障がい者雇用に関する啓発を行

います。 

○ 障がいのある人の就職に関して、随時個別ケースの相談

や赤穂特別支援学校の進路相談等を行います。 

○ 計画相談や就労継続支援等の事業所において、一般就労

の促進に向けて相談できる体制を築き、一人でも多くの利

用者が一般就労につながるよう、相談体制の強化を図りま

す。 

○ ハローワークや西播磨障害者就業・生活支援センターと

連携を図り、障がいのある人の就労への理解を深めていき

ます。 

社会福祉課 

産業観光課 
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（２）福祉的就労の支援 

福祉的就労の場の確保は、一般就労が難しい障がいのある人の働く場として重要であり、また障

がいのある人の社会参加の促進や生きがいづくりにもつながります。 

アンケートで、働いていると答えた人に「就労形態」を尋ねたところ、「就労継続支援Ａ型」「就

労継続支援Ｂ型」は知的・発達障がい、精神障がいのある人で多く、今後の就労希望として知的・

発達障がいのある人は「就労継続支援Ｂ型」を求める人が多くなっています。 

また働いている人に平均月収を尋ねたところ、平成 29 年７月アンケート調査時点で正社員の人

は平均 216,910 円、福祉的就労の人は 29,770 円と、福祉的就労で働く人の賃金は低く、平成 23年

調査と比べても大きな変化はありません。 

団体・事業所アンケートでは、企業から障害者就労施設に対する仕事のあっせんや賃金引上げ、

Ｂ型施設からＡ型施設へ、Ａ型施設から一般就労といったステップが重要という意見が出ています。

また、一般就労になじめず、戻れる場所として福祉的就労の場が重要という意見も出ています。 

以前に比べて福祉的就労の場が増え、充実してきていますが、これまでの動向や今後の学校卒業

生の動向、ニーズを踏まえると、さらに福祉的就労の場の確保が必要です。また、賃金の向上や働

く意欲の向上には、一般企業の協力も必要であり、各サービス提供事業所と連携し、働きかけなけ

ればなりません。 

今後も一般就労が難しい人の働く場として、福祉的就労の場の確保に努めます。また、福祉的就

労の場における仕事の開発や販路・受注の拡大などを、市内の企業や障害者就労施設等と連携し、

推進します。 

 

就労形態 

    

（ｎ） 

正
社
員 

パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ

ト
、
臨
時
雇
用 

自
営
業 

内
職 

就
労
移
行
支
援 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

障
が
い
別 

身体障がい 117 27.4 29.1 23.1 0.0 0.0 3.4 1.7 12.0 3.4 

知的・発達障がい 93 6.5 21.5 1.1 1.1 3.2 11.8 46.2 6.5 2.2 

精神障がい 37 18.9 37.8 0.0 0.0 0.0 18.9 21.6 2.7 0.0 

その他の障がい 12 25.0 33.3 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 8.3 

重複障がい 20 5.0 20.0 5.0 0.0 0.0 10.0 40.0 10.0 10.0 
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今後の就労意向 

    

（ｎ） 

正
社
員 

パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、

臨
時
雇
用 

自
営
業 

内
職 

就
労
移
行
支
援 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型 

そ
の
他 

働
く
つ
も
り
が
な
い 

働
け
な
い 

不
明
・
無
回
答 

障
が
い
別 

身体障がい 500 8.4 9.2 4.6 2.6 0.4 0.4 0.2 3.6 25.8 32.2 12.6 

知的・発達障がい 180 13.9 6.7 0.0 0.6 2.2 5.6 20.6 3.3 5.6 8.3 33.3 

精神障がい 101 19.8 18.8 1.0 4.0 2.0 2.0 9.9 5.9 8.9 21.8 5.9 

その他の障がい 70 4.3 12.9 2.9 0.0 1.4 1.4 1.4 0.0 28.6 37.1 10.0 

重複障がい 93 7.5 4.3 1.1 0.0 0.0 2.2 7.5 4.3 12.9 50.5 9.7 

 

就労形態別平均月収（平成 29 年７月アンケート調査時点） 

 
 

就労形態別平均月収（平成 23 年調査） 

 

2.0

34.0

50.0

2.0

12.0

1.2 1.2 2.4

15.9

47.6

25.6

6.1
11.0

15.4 14.3 12.1 15.4
20.9

4.4 6.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5千円

未満

5千～

1万円

未満

1万～

1万5千円

未満

1万5千～

2万円

未満

2万～

5万円

未満

5万～

10万円

未満

10万～

20万円

未満

20万～

50万円

未満

50万円

以上

不明・

無回答

正社員(n=50) パート、アルバイト、臨時雇用(n=82) 福祉的就労(n=91)

【平均月収】

正社員：216,910円

パート、アルバイト、臨時雇用：77,029円

福祉的就労： 29,770円

6.3

18.8
21.9

6.3

25.0

12.5

3.1
0.0

6.3

0.0 0.0 0.0
1.8

7.2

26.1 27.0
29.7

8.1

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

5千円
未満

5千円～
1万円
未満

1万円～
1万5千円

未満

1万5千円
～2万円

未満

2万円～
5万円
未満

5万円～
10万円
未満

10万円～
20万円
未満

20万円
以上

不明
・無回答

福祉的就労(n=32) その他の就労(n=111)
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■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①福祉的就労の

場の確保・充

実 

○ 就労継続支援等のサービス提供事業所の確保を図りま

す。 

○ 一般企業のみならず一般市民にも障害者就労施設の仕事

内容を広く周知し、受託作業の拡大、事業所の収入向上、

利用者の工賃向上につなげていきます。 

社会福祉課 

 

②優先発注の推

進 

○ 優先調達推進法の施行に伴い、毎年調達方針を定め、市

から優先的な発注の促進に努めています。 

〇 利用者の工賃向上につながるよう、市主催の行事（義士

祭、シティマラソン等）や市庁舎ロビー販売等で販売機会

の提供に努めます。 

社会福祉課 

 

③さくら園の運

営 

 

○ さくら園の運営により、就労継続支援Ｂ型のサービスを

提供します。 

○ 工賃向上に向け、新規作業の開拓や受注量が増えるよう

施設や作業内容のＰＲに努めます。 

障害福祉サービ

ス事業所 

（さくら園） 
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基本目標４ こころと体を支える保健・医療体制の充実 

（１）保健サービスの充実 

障がいの原因となる疾病などの早期の発見・治療や特別な支援が必要な子どもの早期療育を図る

ため、保健事業を充実させることは重要です。 

アンケートで「健診の受診状況」を尋ねたところ、18～39 歳は「勤務先で健康診断を受けた」が

最も多くなっていますが、40 歳以上の年代は「受けていない」が最も多く、18～39 歳も２番目に

多い回答となっています。障がい別にみた場合、知的・発達障がいのある人は「福祉施設で健康診

断を受けた」が最も多くなっていますが、そのほかの障がいのある人は「受けていない」が最も多

い状況にあります。 

団体・事業所アンケートでは、健診を受けやすくしてほしい、集団健診が苦手な人への配慮、健

診実施日の周知などについて意見が出ています。また、サービス提供事業所が健診日等の情報を把

握し、利用者に伝えるなど、障がいのある人の健康増進に寄与しています。 

本市では、母子保健事業として、乳幼児健康診査をはじめ、すくすくトレーニング、バンビくら

ぶなどを実施するとともに、児童発達支援事業所や特別支援学校と連携し、適切な療育につないで

います。成人保健としては、特定健康診査をはじめ、特定保健指導や健康教育など、障がいの有無

に関わらず市民の健康増進に努めています。 

障がいや疾病の早期発見は、特に子どもの今後の成長に大きく影響するものであることから、今

後も各種母子保健事業の充実に取り組んでいきます。 

また、成人を対象とした各種保健事業の充実に取り組むとともに、健診を受けていない人も多く

みられることから、健診を受けやすい体制・方法、健診等に関する周知・啓発方法等について検討

を重ねていきます。 

 

健診の受診状況【年齢別】 

 
  

4.2

0.0

33.3

20.1

7.6

31.9

2.8

15.0

2.1

18.0

14.1

9.0

28.2

13.5

20.4

0.2

1.2

2.8

25.9

34.5

15.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市の健診（検診）を受けた

人間ドック等を受けた

勤務先で健康診断を受けた

福祉施設で健康診断を受けた

その他の場所で健康診断を受けた

受けていない

不明・無回答

18～39歳(n=144)

40～64歳(n=333)
65歳以上(n=505)
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健診の受診状況【障がい別】 

 

 

■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①乳幼児健診

等、保健事業

の充実 

○ 乳幼児健診やペアレントトレーニング等を実施し、障が

いの早期発見に努めるとともに、児童発達支援事業や赤穂

特別支援学校の教育相談など、関係機関との連携に取り組

みます。 

保健センター 

 

②市民健康づく

り事業、健康

増進事業の 

充実 

○ 障がいの有無に関わらず、生活習慣病を予防するため、

特定健康診査やがん検診を実施するとともに、事業の周

知・啓発に取り組み、疾病の早期発見・予防、健康増進に

努めます。 

保健センター 

 

③こころのケア

の推進 

○ 増加しているこころの悩みや精神疾患の個別対応等につ

いて、赤穂健康福祉事務所と連携するとともに、自殺予防

に関する周知・啓発を行います。 

○ 精神障がいに対応した地域包括ケアシステムの構築に向

け、赤穂健康福祉事務所とともに取り組みます。 

社会福祉課 

保健センター 

 

 

19.0

1.2

10.8

2.2

22.6

34.0

10.2

8.9

0.0

17.8

36.1

3.9

13.3

20.0

23.8

1.0

14.9

1.0

17.8

38.6

3.0

8.6

1.4

7.1

0.0

30.0

45.7

7.1

9.7

0.0

6.5

15.1

6.5

45.2

17.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市の健診（検診）を受けた

人間ドック等を受けた

勤務先で健康診断を受けた

福祉施設で健康診断を受けた

その他の場所で健康診断を受けた

受けていない

不明・無回答

身体障がい(n=500)

知的・発達障がい(n=180)

精神障がい(n=101)

その他の障がい(n=70)

重複障がい(n=93)



 

55 

（２）医療・リハビリテーションの充実、確保 

障がいのある人が、身近な地域において適切な医療やリハビリテーションが受けられる体制の充

実が求められています。 

アンケートで「現在受けている医療的ケア」で「受けていない」と答えた人は、39歳以下の年代

で半数を超えており、年齢が高くなるにつれて受けていない人が少なくなっています。障がい別に

みると、精神障がいのある人のみ「受けていない」が半数を超えています。 

また、「医療を受けるにあたって困ること」を尋ねたところ、年齢・障がいの種類に関わらず「特

に困っていない」が最も多くなっています。18 歳未満において「専門的な治療を行う病院が身近に

ない」が 25.0％とほかの年代に比べて多くなっています。 

団体・事業所アンケートにおいて、医療・リハビリを充実してほしいという声が多く、障がいの

種類に応じた診療科目や専門医が求められています。また、福祉と医療の連携や、退院後の調整な

どについても意見が出ています。 

市民病院などの中核的な病院や診療所、医師会、歯科医師会、行政などが連携し、地域医療の充

実に努めています。また、市民病院では平成 28年 12 月に地域包括ケア病棟を開設し、脳性麻痺等

の患者のレスパイト入院の受け入れを行っています。 

障がいのある人・子どもが身近な地域で適切な医療が受けられるよう、地域医療を担う市内医療

機関との連携をはじめ、近隣医療機関との連携に努めます。 

また、身近な医療に関する相談相手である「かかりつけ医」の普及を図り、安心して適切な医療

を受けることができるよう努めます。 

 

「現在受けている医療的ケア」で「受けていない」と答えた人 

 

72.8
66.0

42.0
35.8

44.8 42.2

51.5

32.9
36.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18歳未満

(n=136)

18～39歳

(n=144)

40～64歳

(n=333)

65歳以上

(n=505)

身体障がい

(n=500)

知的・

発達障がい

(n=180)

精神障がい

(n=101)

その他の

障がい

(n=70)

重複障がい

(n=93)

年齢別 障がい別（18歳以上）
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医療を受けるにあたって困ること 

（複数回答） 

  

（ｎ） 

通
院
す
る
と
き
に
手
助
け
し
て
く
れ
る
人
が

い
な
い 

専
門
的
な
治
療
を
行
う
病
院
が
身
近
に
な
い 

専
門
的
な
リ
ハ
ビ
リ
が
で
き
る
施
設
が
身
近

に
な
い 

ち
ょ
っ
と
し
た
病
気
や
け
が
の
と
き
に
受
け
入

れ
て
く
れ
る
病
院
が
身
近
に
な
い 

障
が
い
が
理
由
で
治
療
を
受
け
に
く
い
診
療

科
が
あ
る 

気
軽
に
診
て
く
れ
る
医
師
が
い
な
い 

交
通
費
の
負
担
が
大
き
い 

医
療
費
の
負
担
が
大
き
い 

そ
の
他 

特
に
困
っ
て
い
な
い 

不
明
・
無
回
答 

年齢別 

18 歳未満 136 2.2 25.0 11.0 2.9 12.5 5.1 19.1 7.4 2.2 42.6 14.0 

18～39 歳 144 8.3 8.3 3.5 6.9 9.0 6.3 11.8 13.2 2.8 53.5 11.8 

40～64 歳 333 5.7 6.3 3.0 2.1 3.3 3.6 8.4 15.3 3.0 42.9 23.7 

65 歳以上 505 8.3 6.1 4.2 3.6 0.6 2.0 8.7 8.3 3.0 50.3 19.4 

障がい別 

（18 歳以上） 

身体障がい 500 5.6 6.4 3.8 2.2 0.8 2.6 8.0 10.8 3.2 54.2 15.2 

知的・発達障がい 180 4.4 3.9 1.1 2.8 6.7 3.9 6.1 6.1 1.1 43.9 37.8 

精神障がい 101 11.9 5.0 3.0 7.9 2.0 4.0 12.9 20.8 3.0 48.5 7.9 

その他の障がい 70 17.1 12.9 5.7 7.1 5.7 4.3 12.9 17.1 1.4 37.1 14.3 

重複障がい 93 12.9 8.6 7.5 5.4 5.4 3.2 15.1 14.0 5.4 39.8 15.1 
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■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①医療費負担の

軽減（再掲） 

○ 自立支援医療や重度障害者医療費助成事業など、医療に

かかる費用の負担軽減に取り組むとともに、円滑な受給者

証の発行に努めます。 

社会福祉課 

医療介護課 

②かかりつけ医

の普及・啓発 

○ かかりつけ医の普及を図り、市民が安心して適切な医療

が受けられるよう努めます。 

○ 市民病院と地域の医療機関が連携を行い、医療を必要と

する人が安心して適切な医療が受けられるよう、取り組ん

でいきます。 

保健センター 

医療課 

③小児医療の充

実 

○ 市民病院において近隣の医療機関から紹介された患者に

対して必要な検査・治療を行い、対応困難な場合は、高次

の医療機関へ紹介し、小児医療の対応を行います。 

○ 市民病院では小児科神経外来にて発達障がいの検査、診

断を行います。 

医療課 

④歯科診療体制

の継続 

○ 相生・赤穂市郡歯科医師会附属歯科診療所を２市１町で

運営し、障がいにより安全な歯科治療が困難な人に配慮し

た適切な治療を行うとともに、歯科診療所の周知に努め、

利用者数の増加を図ります。 

社会福祉課 

⑤地域リハビリ

テーションの

充実 

○ 障がいのある人や高齢者などが、急性期、回復期、生活

期のリハビリテーションを切れ目なく受けることができる

よう、リハビリ専門職のネットワーク等と連携を図った支

援体制の構築に努めます。 

社会福祉課 
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基本目標５ 子どもの健やかな成長の支援 

（１）療育の充実 

子どもの健やかな成長を図る上で、障がいを早期に発見し、障がいに応じた適切な療育につないで

いくことが重要です。 

18 歳未満のアンケートで「就園・就学、学校生活で望むこと」を尋ねたところ、「療育指導が受け

られる」は小学生で 67.9％と最も多い回答で、未就学児は 31.0％、中学生は 46.2％と、小中学生に

おいて回答が多くなっています。 

また、18歳未満の人に「児童対象のサービス等の利用状況」を尋ねたところ、未就学児は「児童

発達支援」、小学生以上は「放課後等デイサービス」や「日中一時支援」などを利用している人が

多く、今後の意向としては全体的に「放課後等デイサービス」の希望が多く、そのほか未就学児は

「児童発達支援」、小学生は「日中一時支援」、中学生・高校生は「就労支援」や「短期入所」の希

望が多くみられます（39 ページ参照）。 

団体・事業所アンケートにおいても、早期療育に対する意見が多くみられ、具体的に専門医の確保

や療育の受け皿、療育の内容において、多様な意見が出ています。また、放課後等デイサービスと学

校の連携など、福祉と教育の連携強化を求める声も多くみられます。 

本市における児童対象のサービス提供事業所は年々充実してきており、平成 29 年８月現在で放課

後等デイサービスは４事業所、児童発達支援事業所は３事業所となっていますが、利用希望者が多く、

希望に応じたサービスが不足している状況にあります。 

また、母子保健事業を通じて障がいの早期発見に努め、障がいの状況に応じて必要な支援につなが

るよう、関係機関と連携し取り組んでいます。 

療育に対する希望は多く、必要なサービスを確保するとともに、本市における支援体制のあり方に

ついて、関係機関が共通の理解を持ち、連携を図る必要があります。 

そのため、自立支援協議会こども部会において、現状を把握しつつ、子どもの支援のあり方につい

て検討を重ねていきます。また、保健・医療・福祉・教育など、様々な関係機関が連携し、適切な療

育につながる体制の強化を図るとともに、放課後等デイサービスなどの各種福祉サービスの確保に努

めます。 

 

  



 

59 

就園・就学、学校生活で望むこと（18 歳未満） 

 

  

33.3

40.5

11.9

19.0

11.9

28.6

28.6

4.8

31.0

21.4

31.0

35.7

21.4

23.8

19.0

4.8

9.5

0.0

46.4

64.3

28.6

17.9

7.1

42.9

28.6

17.9

67.9

21.4

46.4

42.9

60.7

39.3

32.1

14.3

7.1

0.0

26.9

53.8

30.8

11.5

3.8

34.6

23.1

15.4

46.2

15.4

19.2

23.1

50.0

19.2

23.1

7.7

7.7

0.0

44.0

48.0

32.0

0.0

0.0

16.0

28.0

8.0

20.0

24.0

8.0

16.0

48.0

28.0

24.0

4.0

12.0

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談体制を充実してほしい

能力や障がいの状態に応じた指導をしてほしい

施設、設備、教材を充実してほしい

通常の学級への受け入れを進めてほしい

幼稚園・保育園への受け入れを進めてほしい

放課後や長期休暇（夏休みなど）に預かってほしい

まわりの子どもたちの理解を深めるような交流の機会

を増やしてほしい

医療的ケアを受けられるようにしてほしい

療育指導が受けられる

通級による指導を充実してほしい

通常学級での支援を促進してほしい

通常学級における教員・職員を増員してほしい

障がい特性の理解と支援を促進してほしい

いじめや不登校などへの対応を強化してほしい

特別支援教育支援員やコーディネーターを

増員してほしい

その他

特にない

不明・無回答

未就学児(n=42)

小学生(n=28)

中学生(n=26)

高校生(n=25)
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■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①乳幼児健診

等、保健事業

の充実（再掲） 

○ 乳幼児健診やペアレントトレーニング等を実施し、障が

いの早期発見に努めるとともに、児童発達支援事業や赤穂

特別支援学校の教育相談など、関係機関との連携に取り組

みます。 

保健センター 

 

②療育体制の充

実 

○ 児童発達支援事業あしたば園がすこやかセンターに移転

し、多様化する利用ニーズに対応するため、さらなる支援

体制の充実を図ります。 

○ 保健センターの健診を早期支援の起点とし、特別な支援

が必要な子どもの早期支援に係る連絡会等の連携体制を維

持しつつ、増加する需要に対応する受け入れ体制の充実を

図ります。 

○ 重症心身障がい児の医療的ケア等に対応できる支援体制

の整備に努めます。 

社会福祉課 

③障害児相談支

援の充実 

【新】 

○ 障害児相談支援事業所の確保に努めるとともに、個別の

ニーズに沿った相談支援体制の構築を図ります。 

○ 自立支援協議会こども部会を機能させ、障がい児分野の

課題等を整理し、市内における支援体制の構築に努めます。 

社会福祉課 

④放課後の居場

所の整備 

○ 放課後や夏休み等の長期休暇中においても、療育等が継

続的に受けられる支援体制の整備に努めます。 

○ 放課後等デイサービスは、障がい特性に応じたきめ細か

い支援内容や個別ニーズに対応するため、障がい特性に応

じた療育体制がとれるか十分に見極め、新規事業所の参入

を働きかけます。 

○ 自立支援協議会こども部会の枠組みを活用して、利用者

のニーズを把握し、必要なサービス提供体制の確保に努め

ます。 

社会福祉課 

 

⑤小児医療の充

実（再掲） 

 

○ 市民病院において近隣の医療機関から紹介された患者に

対して必要な検査・治療を行い、対応困難な場合は、高次

の医療機関へ紹介し、小児医療の対応を行います。 

○ 市民病院では小児科神経外来にて発達障がいの検査、診

断を行います。 

医療課 

 

⑥障がい児保育

の推進 

○ 保健センターと保育所、幼稚園、療育機関、医療機関と

の連携を密に行い、支援を必要とする子どもを早い段階で

把握するよう努めるとともに、「赤穂市就学のための教育連

携連絡会」を開催して、定期的な情報交換や就学前の保育

見学を通じて学齢期へのスムーズな移行を図ります。 

こども育成課 

社会福祉課 
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施策項目 施策内容 担当課 

⑦障がいのある

子どもに関す

る相談支援の 

充実 

○ 自立支援協議会相談支援部会やこども部会等の枠組みを

活用し、課題の整理やニーズの実現に向けた方策の検討な

ど、障がいのある子どもの支援体制を強化します。 

○ 乳幼児健診と育児健康支援事業の充実に努めるととも

に、赤穂特別支援学校の巡回相談や、姫路こども家庭セン

ター※等の専門機関との連携を図るなど、保護者支援を含め

早期かつ適切な療育を行える支援体制を構築します。 

社会福祉課 

子育て健康課 

保健センター 

⑧発達障がいの

ある人への支

援の充実 

（再掲） 

 

○ 発達障がいの対応方法や特性への理解を深める取組を行

います。 

○ 市内事業所を対象とした研修会の開催、自立支援協議会

の専門部会におけるケース検討を通じて、支援者の理解を

深めていきます。 

○ 引きこもりのケースでは、基幹相談支援センターや生活

困窮者自立支援相談員が連携して対応するとともに、子ど

もに関する相談のケースでは、家庭児童相談員や学校等各

機関が連携し、課題の解決を図ります。 

社会福祉課 

子育て健康課 
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（２）特別支援教育等の充実 

18 歳未満のアンケートで「就園・就学、学校生活で望むこと」を尋ねたところ、「能力や障がいの

状態に応じた指導をしてほしい」の回答が全体的に多く、「障がい特性の理解と支援を促進してほし

い」は小・中・高校生において多くなっています（59ページ参照）。 

また、「園、施設、通学の中で困ること」としては、「特にない」の回答が多いものの、「授業など

についていけない」「先生や児童・生徒の理解が十分でない」「友達ができない」などの回答も一定数

みられます。 

団体・事業所アンケートでは、放課後・長期休暇・余暇に対する意見が多く、具体的には放課後

等デイサービスやアフタースクール等の時間延長をはじめ、受け入れ体制や福祉と教育の連携など

に対する要望が多くみられました。また、障がいに対する理解を深める教育が必要という意見も多

く出ています。 

本市では、特別支援コーディネーターや幼稚園における支援補助員、保育所には障がい児担当保

育士を配置するとともに、教職員に障がいに対する理解を深める研修を開催するなど、学校園所に

おける受け入れ体制の充実に努めています。障がいのある子ども一人ひとりのニーズに対応したき

め細かな指導を行うため個別指導計画を作成、保護者に対する情報提供などにも取り組んでいます。 

障がいのある子どもの成長に応じて、適切な教育が受けられるよう取り組む必要があるため、障

がいのある子どもが合理的配慮を含む適切な支援のもと、その年齢や能力、障がい特性に応じた教

育が受けられる体制の充実に努めます。 

また、障がいのない児童生徒との交流及び共同学習や地域住民との交流等を通じて、障がいや障

がいのある人に対する理解を深める福祉教育の推進を図ります。 
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園、施設、通学の中で困ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4

0.0

0.0

8.6

8.6

2.9

5.7

68.6

0.0
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21.4

7.1

3.6

21.4
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3.6

17.9
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7.1

15.4

26.9
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11.5

15.4
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7.7

57.7

3.8

12.0

4.0

0.0

0.0

12.0

12.0

0.0

4.0

48.0

16.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

通うのが大変

授業などについていけない

トイレなどの設備が使いにくい

学校内・園での介助が十分でない

先生や児童・生徒の理解が十分でない

友達ができない

医療的ケアが受けられない

その他

特にない

不明・無回答

未就学児(n=35)

小学生(n=28)

中学生(n=26)

高校生(n=25)

選択肢なし
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■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①教育相談の充

実 

○ 特別な支援が必要な子どもを対象に、幼稚園、保育所に

必要な職員を配置するとともに、赤穂特別支援学校地域支

援部、スクールソーシャルワーカー等と連携し、保護者か

らの発達に関する専門的な相談体制の充実を図ります。 

こども育成課 

 

②教育指導体制

の充実 

○ 学校園所における一人ひとりの教育的ニーズに対応した

きめ細やかで効果的な指導の充実を図るため、「個別の指導

計画」の作成を促し、活用を図ります。 

○ 関係機関との連携を図り、入学から卒業まで一貫した長

期的な支援を行うための、「個別の教育支援計画」を策定し、

移行期の引継ぎにおいてもその活用を図ります。 

○ 「赤穂市における配慮・支援が必要な幼児児童生徒の移

行期の支援継続の手引き」を改訂し、全教職員の特別支援

教育に対する専門性の向上に努めます。 

指導課 

 

③指導内容の充

実 

○ 就学に向けて保護者向けに啓発プリントの配布や「個別

の相談会」を実施し、保護者・子どもに寄り添った就学指

導ができるよう取り組んでいます。 

○ 多様な学びの場として、特別支援学校、特別支援学級、

通常学級における通級指導、通常学級の４つについて、そ

れぞれのカリキュラムや定数及び対応できる配慮について

正しい情報の提供に努めます。 

○ 特別支援教育コーディネーター※を中心に、各学校園所及

び関係機関がさらに日常的な情報交換ができるよう、連携

強化を図ります。 

○ 赤穂特別支援学校のセンター的機能を活用し、教職員に

対して専門研修を実施するとともに、個別の対応について

助言を受けながら、幼児児童生徒の実態と保護者に寄り添

った支援につながるよう、取り組んでいきます。 

指導課 

こども育成課 

④学校等施設の

バリアフリー

化の推進 

○ 障がいのある児童生徒に配慮されたものとなるよう、学

校園所との連携を図り、障がいの特性に応じた整備、バリ

アフリー化を進めます。 

総務課 

⑤アフタースク 

ール（放課後

児童健全育成

事業）の充実 

○ 障がいのある子どもの受け入れにあたって、放課後児童

支援員等の加配配置、研修会への参加を促進するなど、受

入体制の充実を図り、「赤穂市子ども・子育て支援事業計画」

に基づき、平成 31年度までに市内全小学校区でアフタース

クールを実施します。 

生涯学習課 
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施策項目 施策内容 担当課 

⑥福祉教育の推

進（再掲） 

○ 社会福祉協議会の協力のもと、各小学校における総合的

な学習の時間において、体験活動による福祉教育の実践を

子どもの成長に合わせて行っています。 

【実施例】 

①アイマスク体験、点字体験を通して、視覚障がいについ

て学ぶ。 

②手話体験を通して、聴覚障がいについて学ぶ。 

③実際に盲導犬にふれ、その利用者の生の声を聞く。 

④車いす体験を通して、バリアフリーの必要性に気づく。 

⑤高齢者福祉施設を訪問し、心の通った交流を行う。 

⑥障がい者スポーツを体験し、パラリンピックの意義につ

いて学ぶ。 

○ 小中高校の児童生徒、企業や団体に対して、障がいのあ

る人の疑似体験を通じて理解を深めるため、職員及びボラ

ンティアの派遣を行っています。 

○ 様々な障がいに対する理解の促進に努めるとともに、子

どものみならず保護者や地域住民も含め、啓発に取り組ん

でいきます。 

指導課 

社会福祉協議会 
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基本目標６ 安心して暮らせる地域づくり 

（１）安心して暮らせる環境の整備 

障がいのある人や高齢者、ベビーカーを押す人などが歩きやすいまち、暮らしやすいまちは、誰

にとっても暮らしやすいまちであり、建物や道路のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化を進

めることが重要です。 

アンケートで「外出のときに困ること」を尋ねたところ、39 歳以下の年代では「駅で切符の買い

方がわからない」「お金の計算ができない」「外出したときに周囲の人の目が気になる」、40 歳以上

の年代は「道路や建物・駅に段差が多い」「気軽に休めるベンチなどが少ない」への回答が一定数

みられますが、どの年代も「特にない」が最も多くなっています。障がい別にみると、身体障がい・

精神障がいのある人は「特にない」、知的・発達障がいのある人は「お金の計算ができない」がそ

れぞれ最も多く、また身体障がいのある人は「道路や建物・駅に段差が多い」「障がい者用トイレ

が少ない」「障がい者用の駐車スペースが少ない」「気軽に休めるベンチなどが少ない」がほかの障

がいのある人に比べて多くなっています。 

団体・事業所アンケートにおいて、公共施設等のバリアフリー化について尋ねたところ、ほかの

分野に比べて意見は少なく、トイレのバリアフリー化や段差解消、スロープ設置などのバリアフリ

ー化や外出支援について、一部意見がみられます。 

本市では、兵庫県の福祉のまちづくり条例※に基づき、建物や道路をはじめとした公共施設のバ

リアフリー化を適宜進めています。また、移動支援として、障害者総合支援法に基づく支援をはじ

め、市内循環バスや圏域バスを運行するなど、移動手段の確保に努めています。 

今後も、安心して生活できる住居の確保、建築物、公共交通機関等のバリアフリー化を推進し、

障がいの有無に関わらずだれにもやさしいまちづくりに取り組みます。また、障がいのある人の自

立と社会参加の促進に向け、様々な外出支援に取り組みます。 
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外出のときに困ること 

（複数回答） 

  

（ｎ） 

道
路
や
建
物
・
駅
に
段

差
が
多
い 

歩
道
が
通
り
に
く
い 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
少
な

い 音
の
出
る
信
号
機
が

少
な
い 

点
字
ブ
ロ
ッ
ク
が
少

な
い 

案
内
表
示
（
標
識
）
が

わ
か
り
に
く
い 

バ
ス
停
や
駅
ま
で
の

移
動
手
段
が
な
い 

駅
で
切
符
の
買
い
方

が
わ
か
ら
な
い 

お
金
の
計
算
が
で
き

な
い 

バ
ス
の
乗
り
降
り
が

む
ず
か
し
い 

年齢別 

18 歳未満 136 2.9 2.2 1.5 0.0 0.0 8.1 6.6 19.9 29.4 5.1 

18～39 歳 144 9.0 3.5 4.9 0.0 0.0 5.6 3.5 18.8 27.1 6.3 

40～64 歳 333 14.7 7.5 4.5 2.1 0.9 3.0 5.4 6.3 6.6 6.0 

65 歳以上 505 18.4 9.5 5.0 2.0 0.2 2.6 6.7 4.8 3.0 12.1 

障がい別 

（18 歳以上） 

身体障がい 500 17.0 9.0 5.0 1.8 0.2 1.6 5.4 2.2 1.4 9.2 

知的・発達障がい 180 4.4 0.6 0.6 0.6 0.6 4.4 6.1 18.3 25.6 7.2 

精神障がい 101 8.9 8.9 5.0 2.0 1.0 4.0 2.0 5.0 1.0 2.0 

その他の障がい 70 31.4 11.4 8.6 1.4 0.0 0.0 7.1 4.3 5.7 17.1 

重複障がい 93 28.0 14.0 10.8 1.1 0.0 9.7 8.6 20.4 19.4 15.1 

  

（ｎ） 

障
が
い
者
用
ト
イ
レ
が
少

な
い 

障
が
い
者
用
の
駐
車
ス
ペ

ー
ス
が
少
な
い 

外
出
の
際
の
介
助
を
頼
め

る
人
が
い
な
い
（
少
な
い
） 

希
望
す
る
支
援
サ
ー
ビ
ス

が
受
け
ら
れ
な
い 

外
出
し
た
と
き
に
周
囲
の

人
の
目
が
気
に
な
る 

気
軽
に
休
め
る
ベ
ン
チ
な

ど
が
少
な
い 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・
無
回
答 

年齢別 

18 歳未満 136 5.9 2.2 7.4 1.5 15.4 5.1 13.2 40.4 7.4 

18～39 歳 144 7.6 8.3 8.3 9.7 17.4 12.5 6.9 32.6 10.4 

40～64 歳 333 9.0 9.6 6.6 2.1 9.3 14.7 3.9 33.3 21.3 

65 歳以上 505 11.5 10.7 8.7 1.6 3.0 17.0 5.3 34.3 14.7 

障がい別 

（18 歳以上） 

身体障がい 500 11.8 13.4 5.6 1.0 3.4 19.0 6.4 39.6 9.2 

知的・発達障がい 180 3.3 3.9 8.9 5.0 10.0 5.6 2.2 23.3 36.7 

精神障がい 101 2.0 1.0 4.0 4.0 19.8 9.9 5.9 45.5 8.9 

その他の障がい 70 15.7 14.3 15.7 4.3 2.9 21.4 4.3 31.4 11.4 

重複障がい 93 20.4 12.9 20.4 7.5 15.1 18.3 3.2 18.3 14.0 
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■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①人にやさしい

福祉のまちづ

くりの推進 

○ 障がいのある人が安全かつ円滑に移動できるよう、舗装

改良等を行うなど、歩道の段差解消に努めます。 

○ 多くの市民が利用する公共施設について、高齢者や障が

いのある人に配慮したスロープや手すりの設置等を行うと

ともに、その周辺道路・公園等を安全で快適に利用できる

よう、面的な整備に取り組みます。 

○ 引き続き、兵庫県の福祉のまちづくり条例に基づき、公

共施設や道路等のバリアフリー化を進めるとともに、誰も

が暮らしやすく活動できるユニバーサル社会づくりの定着

をめざしていきます。 

建設課 

社会福祉課 

②外出支援の充

実（再掲） 

○ 市内循環バス（ゆらのすけ）や圏域バス、デマンドタク

シーの運行を引き続き実施するとともに、利用者のニーズ

の把握や利便性の向上に努め、利用促進を図ります。 

○ 高齢化等に伴う免許返納等に対応するため、時代に合っ

た新たな交通施策を関係部署で調整をしながら、今後のあ

り方について検討していきます。 

企画広報課 

③移動支援の充

実 

○ 社会参加促進交通費助成を継続するとともに、重度身体

障がいのある人や知的・精神障がいのある人が社会参加す

ることを目的とした新たな外出支援について検討していき

ます。 

社会福祉課 

④住宅のバリア

フリー化の推

進 

○ 住宅改造助成事業を実施し、段差解消などの工事の助成

をすることで、障がいのある人等が安心して在宅生活を送

ることができるよう努めます。 

社会福祉課 

医療介護課 

⑤グループホー

ムの確保 

○ グループホーム利用者の家賃助成を実施し、グループホ

ームの活用の促進を図ります。 

○ 障がいのある人の地域移行、また親亡き後の居住場所と

して、グループホームの位置づけはますます重要となって

いるため、サービス提供事業所と連携を図り、グループホ

ームの受け入れ体制の充実を図ります。 

社会福祉課 

⑥居住サポート

事業 

○ 医療機関や関係機関と連携しながら、ニーズに応じて対

応していきます。 

社会福祉課 

 

⑦市営住宅の整

備・活用 

○ 千鳥団地に設置されている車いす専用住宅（５戸）の積

極的な活用を行います。 

○ 長寿命化計画の見直しの際、市営住宅の改修やグループ

ホームとしての活用について検討し今後の方向を定めてい

きます。 

市民課 
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（２）防災・防犯対策 

近年、地震や台風、豪雨など、大規模な災害が全国各地で発生しています。平成 25 年に災害対

策基本法が大きく改正され、市民等の円滑かつ安全な避難を確保するため、避難場所の指定や要支

援者名簿の作成などが明記されました。また、障がいのある人を狙った詐欺等も発生している状況

です。 

アンケートで「災害時に一人で避難できるか」を尋ねたところ、「できない」と答えた人は 18歳

未満で 62.5％と多く、18 歳以上の年代では 30％前後となっています。障がい別では重複障がいの

ある人で 71.0％と特に多く、知的・発達障がいのある人で 47.8％となっています。「災害時に近所

で助けてくれる人の有無」を尋ねたところ、18 歳未満で 36.0％と若い世代ほどいない人が多く、

障がい別にみた場合、精神障がいのある人・重複障がいのある人で 30％台となっています。 

また、「災害時に困ること」を尋ねたところ、どの年代も「避難場所の設備（トイレ等）や生活

環境が不安」「避難所生活において、心や体が耐えられるか不安」が多く、障がい別にみると、身

体障がいのある人は「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」、知的・発達障がいのある

人は「周囲とのコミュニケーションがとれない」、精神障がいのある人は「投薬や治療が受けられ

ない」が最も多く、障がいに応じて求められる内容が異なっています。 

団体・事業所アンケートにおいては、災害時における支援として、地域の手助けや助け合い、支

え合う仕組みといった地域における支援体制の構築について意見が多く出ています。また、福祉避

難所として、障がいに応じた配慮や設備、個別の支援が求められています。なお、アンケートに答

えた多くの事業所において自主的に様々な避難訓練が実施されている状況です。消費に関しては、

電話セールスやインターネットによる犯罪に巻き込まれるケースがあるという意見が出ています。 

本市では、自力での避難が困難な人を地域全体で支援するため、地域の協力を得ながら避難行動

支援者名簿の作成に努めるとともに、市内の社会福祉法人に働きかけるなど、福祉避難所の確保に

取り組んできました。また、市広報やホームページを通じて、災害に関する情報の発信や、消費生

活に関する情報提供や講座の開催など、安全・安心につながる取組に努めています。 

障がいのある人が住み慣れた地域で安全・安心して生活することができるよう、防災・防犯対策

の推進に取り組みます。 

災害時に一人で避難できないと答えた人 
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年齢別 障がい別（18歳以上）
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災害時に近所で助けてくれる人がいないと答えた人（家族の不在時、ひとり暮らしの場合） 

 

 

災害時に困ること 

  （ｎ） 

投
薬
や
治
療
が
受

け
ら
れ
な
い 

補
装
具
※

の
使
用
が

困
難
に
な
る 

補
装
具
や
日
常
生

活
用
具
の
入
手
が

で
き
な
く
な
る 

障
が
い
に
応
じ
た
食

事
が
で
き
な
く
な

る 災
害
が
起
こ
っ
た
こ

と
が
、
す
ぐ
に
わ
か

ら
な
い 

救
助
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
な
い 

安
全
な
と
こ
ろ
ま

で
、
迅
速
に
避
難
す

る
こ
と
が
で
き
な
い 

年齢別 

18 歳未満 136 17.6 5.9 9.6 6.6 36.8 34.6 42.6 

18～39 歳 144 28.5 4.2 6.3 8.3 29.2 27.8 38.9 

40～64 歳 333 37.2 5.4 5.4 7.2 11.7 9.9 26.7 

65 歳以上 505 37.8 7.5 7.9 5.7 10.1 8.9 39.4 

障がい別 

（18 歳以上） 

身体障がい 500 36.6 7.8 8.8 4.2 9.8 5.4 35.2 

知的・発達障がい 180 17.8 1.7 1.7 7.2 18.3 21.1 26.1 

精神障がい 101 58.4 1.0 3.0 3.0 10.9 8.9 20.8 

その他の障がい 70 52.9 10.0 7.1 14.3 8.6 14.3 40.0 

重複障がい 93 40.9 12.9 11.8 20.4 33.3 34.4 65.6 

  （ｎ） 

被
害
状
況
、
避
難
場

所
な
ど
の
情
報
が
入

手
で
き
な
い 

周
囲
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
な
い 

避
難
場
所
の
設
備
（
ト

イ
レ
等
）
や
生
活
環
境

が
不
安 

避
難
所
生
活
に
お
い

て
、
心
や
体
が
耐
え

ら
れ
る
か
不
安 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・
無
回
答 

年齢別 

18 歳未満 136 33.1 39.0 47.8 52.2 2.9 18.4 2.2 

18～39 歳 144 25.0 39.6 38.9 50.0 2.8 12.5 8.3 

40～64 歳 333 10.8 16.8 34.8 35.7 1.5 11.4 18.0 

65 歳以上 505 10.1 7.9 42.2 39.4 2.2 14.3 9.7 

障がい別 

（18 歳以上） 

身体障がい 500 9.6 6.6 43.8 37.0 2.2 16.6 6.2 

知的・発達障がい 180 16.7 32.8 25.6 32.2 1.1 10.0 35.6 

精神障がい 101 14.9 18.8 30.7 55.4 2.0 9.9 2.0 

その他の障がい 70 1.4 12.9 47.1 44.3 2.9 8.6 4.3 

重複障がい 93 30.1 34.4 51.6 55.9 3.2 3.2 8.6 

36.0 31.3 27.0
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知的・

発達障がい

(n=180)

精神障がい

(n=101)

その他の

障がい

(n=70)

重複障がい

(n=93)

年齢別 障がい別（18歳以上）
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■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①避難行動要支

援者名簿の登

録促進 

○ 市広報等を活用し、障がいのある人等の自力避難が困難

な人の名簿登録の周知・啓発を行い、避難行動要支援者名

簿の整備に努めます。 

○ 平成 29 年度において、避難行動要支援者名簿台帳システ

ムの更新を行い、有事の際の名簿情報がより迅速かつ的確

に取得できるよう取り組んでいきます。 

社会福祉課 

②防災意識の啓

発 

○ 国や兵庫県から必要な防災情報があった場合には、市ホ

ームページや携帯メール（赤穂市防災情報ネット）におい

て迅速・的確に配信するとともに、携帯メール登録者の拡

大に努めます。 

○ ハザードマップ※を改訂する際には、再度全戸配布すると

ともに、防災に関する広報記事や情報については、さらに

わかりやすく市広報やホームページ等に掲載、配信できる

よう努めていきます。 

危機管理担当 

③災害時対応の

検討 

○ 福祉避難所の確保に努めるとともに、災害時の対応につ

いては、「避難行動要支援者名簿」への登録の呼びかけや、

地域ぐるみでの支援体制を、引き続き進めていきます。 

○ 「避難行動要支援者マニュアル」、「避難所運営マニュア

ル」等に基づいた対応がとれるよう、各マニュアルの周知

徹底を図ります。 

危機管理担当 

④安心見守りコ

ールの周知・

啓発 

○ 援護を必要とするひとり暮らしの重度身体障がいのある

人及び高齢者が、在宅で安心して生活できるよう、「安心見

守りコール」の周知・啓発を図ります。 

○ 基幹相談支援センターや地域包括支援センターなどの相

談機関と連携を図りながら、対象者の把握に努めるととも

に、設置希望者の円滑な利用に向けた協力体制の調整を行

います。 

社会福祉課 

 

⑤消費生活セン

ターとの連携

強化 

○ スマートフォンの普及によるネット被害や、障がい特性

を逆手にとった詐欺など、障がいのある人の契約や商品購

入時等のトラブルの解決に努めます。 

○ 必要に応じて講座等を開催し、監護者、支援者等への消

費生活についての正しい理解の促進と意識啓発を図りま

す。 

社会福祉課 

市民対話課 
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基本目標７ 社会参加の促進 

（１）参画と協働の取り組み 

障害者基本法の基本理念に「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」と記されており、共生社会の実現にあたっ

ては、様々な分野において障がいのある人の社会参加を促進していくことが重要です。 

また、国の第３次障害者基本計画において、新たな施策分野として「選挙等における配慮等」が

追加されています。 

本市では、平成 19 年７月１日に自立支援協議会を設立し、障がい者団体等の参画を得て、障が

い者計画の策定を行っています。障がい者施策のみならず、様々な審議会・協議会において障がい

のある人や関係団体等の参加・参画を促進していくとともに、あらゆる場面において、障がいのあ

る人が社会参加しやすいまちづくりに取り組んでいきます。 

また、今後も障がいのある人が、様々な選挙において円滑に投票ができるようにするため、投票

所の環境整備やわかりやすい選挙情報の提供に努めます。 

 

■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①行政施策への

参加・参画の

促進 

○ 本市の政策に障がいのある人の視点・考えを取り入れる

ため、様々な審議会・協議会・委員会等において、障がい

のある人の参加・参画を呼びかけていきます。 

社会福祉課 

②円滑に投票で

きるような施

策の実施 

○ 障がいのある人が円滑に投票できるよう、投票所の環境

整備やわかりやすい選挙情報の提供に努めます。 

○ 障がいのある人が代理投票を利用する際、指さしやうな

ずき等の方法により、代筆する職員が本人の意思を確実に

認識できるように努めます。 

○ 指定施設及び郵便による不在者投票の適切な実施に努

め、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障

がいのある人の投票機会の確保に努めます。 

選挙管理委員会 

 

③ユニバーサル

社会づくりの

推進、参加促

進【新】 

○ ユニバーサル社会づくりの実現に向け、関西福祉大学や

地域等と連携し、空き店舗を活用した「ユニバーサルの家」

を定期的に開催するとともに、市全体にユニバーサル社会

づくりの周知・啓発活動を推進していきます。 

○ ユニバーサル社会づくりにあたって障がいのある人の視

点・観点も重要であることから、障がいのある人の参加・

参画を呼びかけていきます。 

社会福祉課 
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施策項目 施策内容 担当課 

④地域活動への

参加促進 

○ 外出機会が少ない在宅の重度心身障がい者・児とその家

族同士の交流を深めることを目的として、レクリエーショ

ンを実施します。 

○ 自治会をはじめとしたまちづくり団体が行う行事につい

て、障がいのある人が参加しやすい環境づくりについてさ

らなる理解の促進を図ります。 

社会福祉協議会 

市民対話課 
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（２）スポーツ・文化活動の促進 

障がいのある人のスポーツ活動及び文化芸術活動は、本人の楽しみ、生きがい、社会参加の促進

につながります。 

国の「第２期スポーツ基本計画」において、成人のスポーツ実施率（週１回以上）を 65％程度（障

がいのある人は 40％程度）という政策目標を掲げています。 

アンケートから算出した本市の 20 歳以上の障がいのある人のスポーツ実施率は 16.0％で、国の

19.2％（平成 27年度）よりわずかに低く、年齢別では 18～39 歳の実施率が高くなっています。 

また、「運動・スポーツの今後の意向」、「行いたい」は若い世代ほどスポーツへの意向が高く、

障がい別では精神障がいの人で参加意向が高くなっています。 

団体・事業所アンケートでは、スポーツや文化活動に対する機会の提供や情報の提供について意

見が出ています。 

障がいのある人が個々の興味や趣味に応じて様々なスポーツ・文化活動に参加できるよう機会の

提供や、施設整備、指導者の確保等の環境づくりに取り組み、だれもが、いつでも、どこでもスポ

ーツ・文化活動に親しめるよう取り組んでいきます。 

 

スポーツ実施率 
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運動・スポーツの今後の意向 

 

 

■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①各種スポーツ 

・文化活動への

参加促進 

○ サウンドテーブルテニスやフライングディスク等の大会

への参加を回覧広報等で広く呼びかけていくとともに、自

立支援協議会くらし部会等の枠組みも活用し、当事者が主

役となれる事業の実施を支援していきます。 

社会福祉課 

②スポーツ・文

化施設環境の

充実 

○ 障がいのある人にとって利用しやすい施設となるよう、

整備に努めるとともに、障がい者スポーツ備品の整備を進

めていきます。 

スポーツ推進課 

生涯学習課 

③スポーツ指導

者等の確保 

○ 障がい者スポーツ団体と地区スポーツ推進委員を中心に

人材の養成・確保に努めていきます。 

スポーツ推進課 

④総合型地域ス

ポーツクラブ

の普及・啓発 

○ 全小学校区で設立されているスポーツクラブ 21（総合型

地域スポーツクラブ）等の地域におけるスポーツ活動を支

援するとともに、関西福祉大学とも連携してクラブの普

及・啓発に努めていきます。 

スポーツ推進課 

⑤生涯学習の充

実 

○ 市民にとって最も身近な学習拠点である公民館や図書

館、博物館等の社会教育施設において、障がいのある人を

はじめ、あらゆる市民ニーズに対応した講座等を開催し、

生涯学習機会の充実に努めます。 

生涯学習課 

中央公民館 

図書館 

⑥生涯学習施設

の計画的改修 

○ 既存の公民館等の計画的な改修・設備のバリアフリー化

を進め、利用しやすい施設づくりに努めます。 

中央公民館 
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（３）余暇活動の場の確保 

暮らしの豊かさやこころのゆとり、楽しみを日々感じることができるようにするためには、余暇

の時間が大事です。 

団体・事業所アンケートでは、楽しむための様々な機会や場を求める声が多く、具体的には親子

で参加できるものや、同じ障がいのある人でのグループ活動やサークル、障がいの有無に関わらず

楽しめるイベントなど、様々な意見が出ています。また、就労後や福祉サービス利用後の時間を持

て余している人が多く、気軽に集える場などを求める声も多くみられました。 

障がいのある人の余暇活動の充実を図るため、余暇活動のきっかけや仲間づくりの機会が拡充で

きるように取り組みます。 

 

■具体的な取組 

施策項目 施策内容 担当課 

①活動機会の提

供 

○ 地域活動支援センターなど、障がいのある人が気兼ねな

く集える場と余暇活動を支援できる人材の確保について検

討していきます。 

社会福祉課 

②当事者団体等

の周知・啓発 

○ 障がいのある人の当事者団体と情報交換する場を設ける

とともに、活動内容を周知し、広く市民に障がいへの理解

が深まるよう、取り組んでいきます。 

社会福祉課 
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第１章 計画の基本理念等 

 

１ 計画の目的等 

第５期赤穂市障がい福祉計画（以下、「第５期障がい福祉計画」という。）は障害者総合支援法第

88 条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」で、第１期赤穂市障がい児福祉計画（以下、「第１期

障がい児計画」という。）は児童福祉法第 33 条の 20 第１項に基づく「市町村障害児福祉計画」に

なります。 

策定にあたっては、国の基本指針及び兵庫県の策定方針に沿って策定するもので、平成 32 年度

までの障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業のサービス見込量を示すものになり

ます。 

障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにするためには、生活に必要な各サー

ビスを確保しつつ、赤穂市障がい者福祉プランで定めている様々な分野における施策と連動させな

がら、障がいのある人の生活を支えていく必要があります。 

国の基本指針等を踏まえつつ、赤穂市障がい者福祉プランと一体的に第５期障がい福祉計画、第

１期障がい児計画を進めていきます。 

 

 

２ 計画の期間 

本計画のうち、第３次赤穂市障がい者福祉プランは、平成 30 年度から平成 35 年度までの６年間

です。 

また、赤穂市障がい福祉計画及び赤穂市障がい児福祉計画は３か年計画であるため、平成 30 年

度から平成 32 年度までの３年間です。 

ただし、社会情勢やニーズの変化が生じた場合は、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

  
平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

平成 

34 年度 

平成 

35 年度 

   赤穂市障がい者福祉長期計画 

 

市町村 

障害者計画 

      

第３次赤穂市障がい者福祉プラン 

          見直し 

市町村 

障害福祉計画 

      

第５期赤穂市障がい福祉計画 第６期赤穂市障がい福祉計画 

  見直し   見直し 

市町村 

障害児福祉計画 

            

第１期赤穂市障がい児福祉計画 第２期赤穂市障がい児福祉計画 

    見直し     見直し 
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３ 基本方針 

国が示した基本指針における障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方を踏

まえながら、必要な障害福祉サービス等を提供するための体制の計画的な整備に努めます。 

 

（１）訪問系サービスの保障 

訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援）の

充実を図り、必要な訪問系サービスの保障に努めます。 

 

（２）希望する障がいのある人への日中活動系サービスの保障 

希望する障がいのある人等に日中活動系サービス（療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援及び地域活動支援センター）の充実を図り、希望する

日中活動系サービスの保障に努めます。 

 

（３）グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備 

地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活援助、地域移行

支援及び地域定着支援、自立訓練事業等の推進により、入所等から地域生活への移行を進めます。 

また、地域生活支援の機能をさらに強化するため、地域生活支援拠点の整備を図ります。 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等の推進 

就労移行支援事業及び就労定着支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労への移行及びそ

の定着を進めていくとともに、市内の企業における障がい者雇用に対する理解の促進に努めます。 

 

（５）相談支援体制の充実 

障がいのある人の自立した日常生活または社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体

制の確保とともに、相談体制の構築が必要であるため、基幹相談支援センターを中心とした相談体

制のさらなる充実に努めます。 

 

（６）障がいのある子どもを支援する体制の確保 

子ども・子育て支援法に基づく教育、保育等の状況を踏まえ、障がいのある子ども及びその家族

に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した支援が身近な地域で提供できる体制の構築に努めま

す。 
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第２章 地域生活または一般就労への移行の数値目標 

 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

地域生活への移行を進める観点から、平成 28 年度末時点の福祉施設に入所している障がいのあ

る人のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホームや一般住宅等に移行する人の数を見

込み、その上で、平成 32 年度末における地域生活に移行する人の目標値を設定することとなりま

す。 

目標値の設定にあたっては、平成 28 年度末時点の施設入所者数の９パーセント以上が地域生活

へ移行することと、これに合わせて平成 32 年度末の施設入所者数を平成 28 年度末時点の施設入所

者数から２パーセント以上削減することが基本とされています。 

国の基本的な考え方を踏まえ、以下の通り目標を設定します。 

 

目標数値 

項   目 数値 考え方 

平成 28 年度末の施設入所者（Ａ） 62 人  

地域生活移行者目標数 6 人 （A）×９％＝5.58 人 

入所者削減目標数 3 人 （Ａ）×２％＝1.24 人 

目標年度（平成 32 年度末）の施設入所者数 59 人  

 

 

２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

第４期赤穂市障がい福祉計画策定の際は「入院中の精神障がい者の地域生活への移行」が目標と

なっていましたが、第５期障がい福祉計画では「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの

構築」が新たな目標となっています。 

具体的には「障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置」が目標と

なっているため、関係機関とともに協議の場を設置し連携体制の強化を図ります。 
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３ 地域生活支援拠点等の整備 

第４期赤穂市障がい福祉計画策定時の国の基本指針において、市町村または各圏域で少なくとも

一つを整備することが目標となっています。本市においては、平成 29 年度に基幹相談支援センタ

ーを開設し、市内のサービス提供事業所や関係機関と顔の見える関係性を築くとともに、拠点整備

に向けた検討を進めています。 

整備にあたって、第５期障がい福祉計画期間中に、相談支援の充実、緊急時の受入れ体制の確保

や、親亡き後の生活、余暇支援の確保等について関係機関や関係団体と協議を進めるなど、拠点の

あり方について検討していきます。 

 

４ 福祉施設から一般就労への移行 

福祉施設から一般就労への移行に関する目標として、国の基本指針では 

① 平成 32年度中に平成28年度実績の1.5倍以上が福祉施設から一般就労へ移行すること

を基本とする。 

② 平成32年度末における就労移行支援事業の利用者を平成28年度末の利用者から２割以

上増加することをめざす。 

③ 平成 32 年度末において就労移行支援事業の利用者のうち、就労移行率が３割以上の事

業所を全体の５割以上とすることをめざす。 

④ 就労定着支援による支援開始１年後の職場定着率を８割以上とすることを基本とする。 

とされています。 

国の基本指針に即し、平成 28 年度の実績を踏まえ、以下の通り目標を設定します。 

 

目標数値 

項   目 数値 考え方 

平成 28 年度の福祉施設から一般就労への移行者（Ａ） 9 人  

平成 28 年度末の就労移行支援の利用者（Ｂ） 7 人  

平成 28 年度末の就労移行支援事業所（Ｃ） 3 か所  

平成 32 年度の福祉施設から一般就労への移行者 14 人 （Ａ）×1.5 倍＝13.5 人 

平成 32 年度末の就労移行支援の利用者（Ｂ） 9 人 
（Ｂ）×２割＝1.4 人 

1.4 人＋現在の利用者＝8.4 人 

就労移行率の高い支援事業所の増加 

（就労移行率３割以上の事業所を全体の５割以上） 
2 か所 （Ｃ）×５割＝1.5 か所 
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５ 障がい児支援の提供体制の整備等 

障がい児支援の提供体制の整備等に関する目標として、国の基本指針では 

① 平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所以上設置

することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であ

っても差し支えない。 

② 平成 32 年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制

を構築することを基本とする。 

③ 平成 32 年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１か所以上確保することを基本とする。

なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。 

④ 医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成 30 年度末までに、各都道府県、

各圏域及び各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関が連携

を図るための協議の場を設けることを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場

合には、都道府県が関与した上で、圏域での設置であっても差し支えない。 

とされています。 

国の基本指針及び兵庫県の方針に即して、以下のとおり目標を設定します。 

 

目標数値 

項   目 単位 
平成 32 年度 

までの目標 
考え方 

児童発達支援センターの整備 
整備 

か所数 
1 か所 

圏域で児童発達支援センター

たんぽぽに委託を継続する。 

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 構築 構築 
圏域で児童発達支援センター

たんぽぽに委託を継続する。 

重症心身障がい児を支援する 

児童発達支援事業所の整備 

整備 

か所数 
1 か所 開設に向けて働きかけを行う。 

重症心身障がい児を支援する 

放課後等デイサービスの整備 

整備 

か所数 
1 か所 開設に向けて働きかけを行う。 

保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の 

関係機関の協議の場の設置 
設置 設置 

自立支援協議会こども部会を

協議の場として活用する。 

 

６ 市から障害者就労施設等への優先発注の促進 

 本市では、障害者就労施設等が提供する物品等に対する受注機会の拡大を図り、就労する障がい

のある人の自立の促進を図るため、調達方針を定め、優先的な発注の促進に努めていきます。 

 

目標数値 

項   目 平成 32 年度までの目標 

障害者就労施設等との随意契約による事業委託等 12 件／年 1,650 千円 
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第３章 障害福祉サービス等の見込量と今後の方策 

第５期赤穂市障がい福祉計画 

 

１ 訪問系サービス 

訪問系サービスの見込みにあたっては、各サービスの利用実績を踏まえ、アンケートにおける利

用希望の状況を勘案しながら、平成 29 年度は全体で 1,665 時間、78 人の利用を見込みます。 

在宅生活を送る上で、訪問系サービスは身近で重要なサービスであることから、事業所と連携を

図りながら必要なサービス量の確保に努めていきます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

居宅介護 

総利用時間 

（時間／月） 
791 768 780 780 780 780 

実利用者数 

（人／月） 
50 51 49 50 50 50 

重度訪問介護 

総利用時間 

（時間／月） 
0 0 8 10 20 20 

実利用者数 

（人／月） 
0 0 1 1 2 2 

同行援護 

総利用時間 

（時間／月） 
764 802 788 794 800 809 

実利用者数 

（人／月） 
24 24 24 24 24 24 

行動援護 

総利用時間 

（時間／月） 
87 87 89 90 90 90 

実利用者数 

（人／月） 
4 4 4 4 4 4 

重度障害者等

包括支援 

総利用時間 

（時間／月） 
0 0 0 0 0 0 

実利用者数 

（人／月） 
0 0 0 0 0 0 

合計 

総利用時間 

（時間／月） 
1,642 1,657 1,665 1,674 1,690 1,699 

実利用者数 

（人／月） 
78 79 78 79 80 80 
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（１）居宅介護 

 

利用は各年で増減している状況にあることから、平成 29 年実績を勘案し、サービス量を見込

むものとします。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

居宅介護 

総利用時間 

（時間／月） 
791 768 780 780 780 780 

実利用者数 

（人／月） 
50 51 49 50 50 50 

市内サービス提供事業所 ３事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

（２）重度訪問介護 

 

平成 29 年度に利用があったことから、平成 30年度以降に希望がある場合は、事業所と調整し

サービスの提供に努めます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

重度訪問介護 

総利用時間 

（時間／月） 
0 0 8 10 20 20 

実利用者数 

（人／月） 
0 0 1 1 2 2 

市内サービス提供事業所 ３事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

  

重度の肢体不自由または重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を

有する障がいのある人であって常時介護を要する人につき、居宅において入浴、排せつ、食

事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活

全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。 

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等

に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 
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（３）同行援護 

 

これまで利用がほぼ横ばいであることを勘案し、同水準を見込むものとします。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

同行援護 

総利用時間 

（時間／月） 
764 802 788 794 800 809 

実利用者数 

（人／月） 
24 24 24 24 24 24 

市内サービス提供事業所 １事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

（４）行動援護 

 

市内にサービス提供事業所がなく、これまで利用がほぼ横ばいであることから、同数を見込む

ものとします。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

行動援護 

総利用時間 

（時間／月） 
87 87 89 90 90 90 

実利用者数

（人／月） 
4 4 4 4 4 4 

市内サービス提供事業所 なし（平成 29年 12 月現在） 

 

 

 

 

 

 

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有し、常時介護を有する人で、行

動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せ

つ及び食事等の介護等の援助を行います。 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情報

を提供するとともに、移動の援護、排せつや食事等の介護等の必要な援助を行います。 
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（５）重度障害者等包括支援 

 

市内にサービス提供事業所がなく、現在利用者もいないことから、サービス量は見込まないも

のとしますが、希望があった場合は市外事業所の利用で対応します。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

重度障害者等

包括支援 

総利用時間 

（時間／月） 
0 0 0 0 0 0 

実利用者数 

（人／月） 
0 0 0 0 0 0 

市内サービス提供事業所 なし（平成 29年 12 月現在） 

 

２ 日中活動系サービス 

（１）生活介護 

 

生活介護は利用が横ばいの傾向にあり、事業所アンケートで、今後整備を予定する事業所を勘

案し、実利用者数の増を見込みます。 

本サービスは、ほかの日中活動系サービスと比べ利用が多い状況にあり、希望が多いサービス

であることから、利用者の障がいの状況に応じた質の高いサービスが提供できる事業所の確保に

努めます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

生活介護 

延利用者数 

（人日／月） 
2,251 2,223 2,257 2,255 2,337 2,375 

実利用者数 

（人／月） 
118 118 118 118 123 125 

市内サービス提供事業所 ５事業所（平成 29年 12 月現在） 

常時介護を要する障がいのある人につき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事

等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに日常生活上の支援、創作的活動または生産活

動の機会の提供等必要な援助を行います。 

常時介護を有する人で、意思疎通を図ることに著しい支障がある人のうち、四肢の麻痺及

び寝たきりの状態にある人並びに知的障がいや精神障がいにより行動上著しい困難を有する

人につき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。 
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（２）自立訓練（機能訓練） 

 

自立訓練（機能訓練）は平成 28 年度の利用はなく、平成 27 年度、平成 29 年度は１人と利用

は少なく、また市内にサービス提供事業所はない状況です。 

第５期障がい福祉計画においては、平成 32 年度までの各年度で１人を見込むものとします。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

自立訓練 

(機能訓練) 

延利用者数 

（人日／月） 
11 0 10 7 7 7 

実利用者数 

（人／月） 
1 0 1 1 1 1 

市内サービス提供事業所 なし（平成 29年 12 月現在） 

 

（３）自立訓練（生活訓練） 

 

自立訓練（生活訓練）は平成 27 年度では利用者はなく、平成 28 年度、平成 29 年度の利用者

は１人となっています。 

市内にサービス提供事業所がないため、第５期障がい福祉計画期間は各年度１人を見込みます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

自立訓練 

(生活訓練) 

延利用者数 

（人日／月） 
0 12 10 10 10 10 

実利用者数 

（人／月） 
0 1 1 1 1 1 

市内サービス提供事業所 なし（平成 29年 12 月現在） 

 

 

 

 

知的障がいまたは精神障がいのある人につき、障害福祉サービス事業所または居宅を訪問

して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練等を実施

します。 

身体障がいまたは難病等の対象者につき、障害福祉サービス事業所または居宅を訪問して、

理学療法、作業療法等のリハビリテーション等の支援を行います。 
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（４）就労移行支援 

 

これまでの利用実績を踏まえ、平成 32 年度までの各年度で９人を見込みますが、福祉施設か

ら一般就労を進めるためにも、本事業の利用促進を図るとともに、就労関係機関との連携を推進

します。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

就労移行支援 

延利用者数 

（人日／月） 
137 115 126 130 130 130 

実利用者数 

（人／月） 
8 6 7 9 9 9 

市内サービス提供事業所 ３事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

（５）就労継続支援Ａ型 

 

就労継続支援Ａ型事業所は、年々利用が増えている状況も踏まえ、平成 32 年度で 57 人を見込

みます。 

今後は、市内の企業と連携できる方策や新たな仕事の開拓に向け、サービス提供事業所との連

携強化を図ります。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

就労継続支援

Ａ型 

延利用者数 

（人日／月） 
713 830 966 1,020 1,060 1,140 

実利用者数 

（人／月） 
34 41 49 51 53 57 

市内サービス提供事業所 ３事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある人のうち、適切な支援により雇用契

約等に基づき就労する人につき行われる、生産活動や活動の機会の提供、知識及び能力の向

上のために必要な訓練等を行います。 

就労を希望する 65 歳未満の障がいのある人であって、通常の事業所に雇用されることが可

能と見込まれる人につき行われる、生産活動、職場体験等就労に必要な知識や訓練、その適

性に応じた職場の開拓、就職後行われる職場の定着のために必要な相談等の支援を行います。 
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（６）就労継続支援Ｂ型 

 

就労継続支援Ｂ型事業の利用は年によって増減がありますが、居場所的な側面をもつサービス

であること等により、過去から急激に利用者が増加したサービスです。 

本サービスは利用ニーズも高いことから、平成 32 年度で 125 人を見込むものとします。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

就労継続支援

Ｂ型 

延利用者数 

（人日／月） 
1,801 1,959 1,880 1,920 1,936 2,000 

実利用者数 

（人／月） 
111 124 118 120 121 125 

市内サービス提供事業所 ８事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

（７）就労定着支援 

 

就労定着支援は就労移行支援等の利用から一般就労した人に対して、当該事業所が継続的に関

わることが重要であると考えられるため、現在の就労移行支援事業所等に開設の働きかけを行い

ます。 

一般就労への移行者数を勘案し、平成 32年度で５人を見込むものとします。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

就労定着支援 
実利用者数 

（人／月） 
- - - 3 4 5 

 

 

 

【平成 30年４月～】 

就労に向けた一定の支援を受けて、通常の事業所に新たに雇用された障がいのある人につ

き、一定の期間にわたり、就労の継続を図るために必要な事業主、障害福祉サービス事業所、

医療機関等との連絡調整を行います。 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある人で、就労移行支援事業等を利用し

たが一般就労に結びつかない人等で、生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の

向上、維持のために必要な訓練等を行います。 
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（８）療養介護 

 

療養介護の利用者は毎年度７人で、市内にサービス提供事業所はありませんが、今後の利用希

望を勘案し、平成 32 年度における利用者数を９人見込みます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

療養介護 
実利用者数 

（人／月） 
7 7 7 8 8 9 

市内サービス提供事業所 なし（平成 29年 12 月現在） 

 

（９）短期入所（ショートステイ） 

 

短期入所の利用実績は、各年度で増減している状況ですが、アンケート、団体・事業所アンケ

ートにおいて利用ニーズが高いため、必要なサービス提供体制の確保に努めます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

短期入所 

延利用者数 

（人日／月） 
103 175 129 144 144 156 

実利用者数 

（人／月） 
15 21 17 20 20 22 

市内サービス提供事業所 ４事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

 

 

 

 

居宅においてその介護を行う人の疾病等の理由により、障害者支援施設等への短期間の入

所を必要とする障がいのある人につき、当該施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、

排せつ及び食事の介護等の支援を行います。 

常時介護を要するＡＬＳ患者や重症心身障がい者等につき、病院において機能訓練、療養

上の管理、看護、医学的管理下における介護、日常生活上の世話等の援助を行います。 



 

90 

３ 居住系サービス 

（１）自立生活援助 

 

福祉施設からの地域移行の状況を勘案し、サービス提供事業所開設に向けた働きかけをしつつ、

平成 32 年度で２人を見込みます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

自立生活援助 
実利用者数 

（人／月） 
- - - 0 1 2 

 

（２）共同生活援助（グループホーム） 

 

共同生活援助の利用実績は横ばいの状況にあり、市内サービス提供事業所は３か所となってい

ます。 

本サービスに対する希望は多く、また障がいのある人の自立促進や地域生活への移行を進める

上でも本サービスの確保は重要であると考えています。 

事業所アンケートで、今後整備を検討している事業所がみられることから、現在の利用状況を

加味しつつ、平成 32 年度で 50 人を見込みます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

共同生活援助 
実利用者数 

（人／月） 
38 43 39 45 45 50 

市内サービス提供事業所 ３事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

 

 

 

共同生活を営むべき住居に入居している障がいのある人につき、主として夜間において、

入浴、排せつ、食事の介護、相談等の援助を行います。 

【平成 30年４月～】 

施設入所支援または共同生活援助を受けていた障がいのある人につき、居宅における自立

した生活を営む上での各般の問題について、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問により、

または随時通報を受けて相談に応じ、必要な情報提供や助言の援助を行います。 
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（３）施設入所支援 

 

地域移行が進む中、施設入所の利用者は減少傾向にありますが、本サービスを必要とする人は

一定数みられることから、平成 32年度までの各年度で 60人を見込むものとします。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

施設入所支援 
実利用者数 

（人／月） 
64 62 61 60 60 60 

市内サービス提供事業所 ３事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

  

施設に入所する障がいのある人につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等

の介助、生活等に関する相談及び助言等の支援を行います。 
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４ 相談支援 

（１）計画相談支援 

 

平成 27 年度より、障害福祉サービスの利用に計画相談支援が必須となりました。障害福祉サ

ービス利用者の増加に対応するため、新たな相談支援事業所や相談支援専門員の増員等が急務と

なっています。 

平成 32 年度には、62人を見込み、新たな事業所開設等に向けて働きかけを行います。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

計画相談支援 
実利用者数 

（人／月） 
41 55 55 58 60 62 

市内サービス提供事業所 ２事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●サービス利用支援 

①障害福祉サービスの申請等を受け、障がいのある人等の心身の状況やその置かれている

環境、サービスの利用に関する意向等を勘案し、利用する障害福祉サービスや地域相談

支援の種類、内容等を記載した「サービス等利用計画案」を作成します。 

②支給決定等の後、指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整等の便宜を供与するとと

もに、支給決定にかかるサービスの内容等を記載した「サービス等利用計画」を作成し

ます。 

●継続サービス利用支援 

支給決定等の有効期間内において、サービス等利用計画が適切であるかどうかにつき、

モニタリング期間ごとに、利用状況を検証し、意向等を勘案した上で計画の見直しを行い、

関係者等との連絡調整等を行います。 
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（２）地域移行支援 

 

近年利用実績はありませんが、地域移行を促進するため、希望があった際はサービス提供事業

所と連携し、必要な支援を行います。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域移行支援 
実利用者数 

（人／月） 
0 0 0 1 1 1 

市内サービス提供事業所 １事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

（３）地域定着支援 

 

市内にサービス提供事業所がないこともあり利用実績がありませんが、地域での生活を定着さ

せるため、地域生活支援拠点等の整備と合わせて検討していきます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域定着支援 
実利用者数 

（人／月） 
0 0 0 0 1 1 

市内サービス提供事業所 なし（平成 29年 12 月現在） 

 

  

居宅において単身及び家庭の状況等により、同居している家族による支援が受けられない

障がいのある人の地域定着に向け、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じ

た緊急事態等の相談や緊急訪問、緊急対応を行うサービスです。 

障害者支援施設等に入所している障がいのある人及び精神科病院に入院している精神障が

いのある人を対象に、住居の確保や地域移行に向けた相談等の支援など、段階的に地域移行

に向けた様々な支援を行うサービスです。 
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第４章 障がいのある子どもに対するサービスの見込量と今後の方策 

第１期赤穂市障がい児福祉計画 

１ 障害児通所支援 

児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、平成 30 年度から事業所指定の際に総量

規制が導入され、計画に定める各年度の延利用者数に達した場合等は、兵庫県により事業所等の

指定がなされない場合があります。 

 

（１）児童発達支援 

 

早期支援が重要視されていることもあり、児童発達支援は年々利用児が増加している状況です。 

アンケートにおいても本サービスに対する利用ニーズが高く、各関係機関との連携が図れてい

ることから、平成 32 年度で 104 人のサービス利用を見込むとともに、サービス提供事業所の確

保等受け入れ体制の充実に努めます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

児童発達支援 

延利用者数 

（人日／月） 
409 432 555 635 711 786 

実利用者数 

（人／月） 
59 63 74 84 94 104 

市内サービス提供事業所 ３事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

  

特別な支援が必要と認められる就学前の子どもに、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の必要な支援を行います。 
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（２）医療型児童発達支援 

 

医療型児童発達支援の利用はない状況ですが、今後事業所開設等に向けた働きかけを行います。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

医療型 

児童発達支援 

延利用者数 

（人日／月） 
0 0 0 0 0 10 

実利用者数 

（人／月） 
0 0 0 0 0 1 

市内サービス提供事業所 なし（平成 29年 12 月現在） 

 

（３）放課後等デイサービス 

 

児童発達支援の利用児の増加に比例して、放課後等デイサービスの利用児も年々増加している

状況です。 

本サービスも利用ニーズが高いため、平成 32 年度で 65 人のサービス利用を見込むとともに、 

サービス提供事業所の確保等受け入れ体制の充実に努めます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

放課後等 

デイサービス 

延利用者数 

（人日／月） 
423 431 507 610 663 696 

実利用者数 

（人／月） 
45 43 47 57 62 65 

市内サービス提供事業所 ４事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

  

特別な支援が必要と認められる就学後の子どもに、授業の終了後または学校の休業日に、

児童発達支援センター等の施設において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交

流の促進等の支援を行います。 

児童発達支援において、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援を行います。 
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（４）保育所等訪問支援 

 

これまでの利用状況を勘案し、平成 32 年度までの各年度で１人を見込むものとします。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

保育所等 

訪問支援 

延利用者数 

（人日／月） 
1 1 1 1 1 1 

実利用者数 

（人／月） 
1 1 1 1 1 1 

市内サービス提供事業所 なし（平成 29年 12 月現在） 

 

（５）居宅訪問型児童発達支援 

 

第１期障がい児計画においてはサービスを見込まないものとし、利用ニーズを把握しながら、

サービスの必要性について検討します。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

居宅訪問型 

児童発達支援 

延利用者数 

（人日／月） 
- - - 0 0 0 

実利用者数 

（人／月） 
- - - 0 0 0 

 

  

【平成 30年４月～】 

障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な子どもにつき、発達支援が

提供できるよう、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与等

の支援を行います。 

保育所等を訪問し、特別な支援が必要と認められる子どもに、集団生活への適応のための

専門的な支援等を行います。 



 

97 

２ 障害児相談支援 

（１）障害児相談支援 

 

障害児相談支援は、障害児通所支援の利用児数に比例し増加しており、新たな相談支援事業所

や相談支援専門員の増員が急務となっています。 

平成 32 年度には、25人を見込み、新たな事業所開設等に向けて働きかけを行います。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

障害児 

相談支援 

実利用者数 

（人／月） 
17 17 18 20 20 25 

市内サービス提供事業所 １事業所（平成 29年 12 月現在） 

 

（２）医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 

医療的ケアが必要な障がいのある子ども（医療的ケア児）が、地域において必要な支援を円滑

に受けることができるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調

整を行うための体制を整備する必要があります。 

第１期障がい児計画期間内に、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネー

ターの配置に向け、関係機関と検討していきます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

医療的ケア児に対する関

連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置 

配置 

人数

(人) 

- - - 0 0 1 

●障害児支援利用援助 

①通所給付決定の申請等を受け、障がいのある子どもの心身の状況やその置かれている環

境、障害児通所支援の利用に関する意向等を勘案し、利用する障害児通所支援の種類、

内容等を記載した「障害児支援利用計画案」を作成します。 

②通所給付決定等の後、指定障害児通所支援事業者等との連絡調整等の便宜を供与すると

ともに、支給決定にかかる障害児通所支援の内容等を記載した「障害児支援利用計画」

を作成します。 

●継続障害児支援利用援助 

通所給付決定の有効期間内において、障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、

モニタリング期間ごとに、利用状況を検証し、意向等を勘案した上で計画の見直しを行い、

関係者等との連絡調整等を行います。 
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第５章 地域生活支援事業の実施に関する事項 

 

地域生活支援事業は、障がいのある人が基本的人権を享有できる個人としての尊厳にふさわしい

日常生活または社会生活を営むことができるよう、市の実情や利用者の状況等に応じた柔軟な形態

により実施することとされています。 

ニーズに合わせた事業の実施を検討することとし、各年度における事業の種類ごとの実施に関す

る考え方及び事業の見込みと、その確保のための方策について、次のとおり定めます。 

 

１ 理解促進研修・啓発事業 

 

アンケートや団体・事業所アンケートにおいて、障がいや障がいのある人に対する理解を求め

る声が大きく、理解促進は本計画において最重要課題であることから、障がいへの理解を深める

ための研修・啓発事業の実施に取り組みます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

理解促進研修・

啓発事業 

実施の 

有無 
実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

２ 自発的活動支援事業 

 

基幹相談支援センターを中心に、団体や地域住民の自発的な活動の側面支援に取り組みます。 

 

サービス名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

自発的活動 

支援事業 

実施の 

有無 
未実施 未実施 実施 実施 実施 実施 

 

障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がいのある

人やその家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより共生

社会の実現を図ります。 

障がいのある人が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、

障がいや障がいのある人への理解を深めるため研修や啓発を通じて地域住民等への働きかけ

を強化することにより共生社会の実現を図ります。 
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３ 相談支援事業 

（１）障害者相談支援事業 

 

アンケート、団体・事業所アンケートにおいても、相談体制の充実を求める声が多く寄せられ

ています。 

相談支援には、高い専門性・即応性・継続性が求められることから、基幹相談支援センターを

中心に、相談支援事業所、関係部署や関係機関と連携を図り、ニーズに合わせた相談支援を行い

ます。 

 

事業名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

障害者 

相談支援事業 

実施 

か所数 
1 1 1 1 1 1 

 

（２）基幹相談支援センター 

 

基幹相談支援センターと連携し、本市における相談体制の充実を図ります。 

センターの役割である総合的な相談業務のほか、理解促進・啓発や自立支援協議会や専門部会

の運営、相談支援事業所との連絡調整、地域生活支援拠点等の中心的な役割を担います。 

 

事業名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

基幹相談支援 

センター 

設置の 

有無 
未設置 未設置 設置 設置 設置 設置 

 

 

 

 

 

 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として相談等の業務を総合的に行います。 

障がいのある人等の福祉に関する各般の問題につき、相談に応じ、必要な情報の提供及び

助言、障害福祉サービス等の利用支援等の必要な支援を行うとともに、虐待の防止やその早

期発見のための関係機関との連絡調整や権利擁護のために必要な援助を行います。 



 

100 

（３）住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

 

基幹相談支援センターを中心に必要な支援を行います。 

 

事業名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

住宅入居等 

支援事業 

実施の 

有無 
未実施 未実施 実施 実施 実施 実施 

 

 

４ 成年後見制度利用支援事業 

 

西播磨成年後見支援センターと連携を図りながら、知的障がい、精神障がいのある人の成年後

見制度の利用を支援し、本人が希望する自立した日常生活を営むことができるよう取り組んでい

きます。 

平成 29 年度において利用が１人であることから、平成 32 年度までの各年度で１人を見込みま

す。 

 

事業名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

成年後見制度 

利用支援事業 

実利用者数 

（人／年） 
1 0 1 1 1 1 

 

  

障害福祉サービス利用の観点から、成年後見制度を利用することが有用であると認められ

る知的障がいや精神障がいのある人に対し、成年後見制度の利用を支援します。 

賃借契約による一般住宅への入居を希望される障がいのある人が、保証人がいない等の理

由により入居が困難な場合に、入居に必要な調整等にかかる支援を行います。 
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５ 成年後見制度法人後見支援事業 

 

成年後見制度を実施できる法人への働きかけを行い、法人後見の活動を支援します。 

 

事業名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

実施の 

有無 
未実施 未実施 未実施 実施 実施 実施 

 

６ 意思疎通支援事業 

 

市社会福祉課窓口に、手話通訳者の設置を継続し、障がいのある人の意思疎通の支援や派遣事

業のコーディネート等を行います。 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業は、聴覚障がいのある人等の社会参加に伴い、今後も増加す

る見込みとしています。 

また、平成 30 年度より、手話言語条例を制定し、意思疎通支援事業のさらなる充実を図ると

ともに、聴覚障がいのある人や手話への理解を深めていきます。 

 

事業名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

手話通訳者・ 

要約筆記者 

派遣事業 

実利用件数 109 130 126 130 135 141 

手話通訳者 

設置事業 
実設置者数 1 1 1 1 1 1 

 

  

聴覚・言語機能、音声機能、視覚その他の障がいや難病のため、意思疎通を図ることに支

障がある人に、意思疎通を支援する手話通訳者や要約筆記者の派遣等を行い、意思疎通の円

滑化を図ります。 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整

備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 
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７ 手話奉仕員養成研修事業 

 

手話奉仕員養成研修事業は、専門性の高い意思疎通支援を行う人の養成を目的として、毎年度

20 人前後の希望者を対象に研修を行っており、第５期障がい福祉計画では平成 32 年度までの各

年度で 17人の修了を見込み、手話通訳者の養成に努めます。 

 

事業名 単 位 

平成 

27 年度 

（実績） 

平成 

28 年度 

（実績） 

平成 

29 年度 

（実績見込） 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

手話奉仕員養成 

研修事業 
研修修了者数 15 17 16 17 17 17 

 

８ 日常生活用具給付等事業 

 

これまでの利用実績を踏まえ、平成32年度で697件を見込みます。 

 

事業名 単 位 

平成 

27 年度 

（実績） 

平成 

28 年度 

（実績） 

平成 

29 年度 

（実績見込） 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

日常生活用具給付等事業 給付件数 518 545 631 645 668 697 

介護・訓練支援用具 給付件数 9 0 4 2 2 2 

自立生活支援用具 給付件数 10 6 7 6 6 6 

在宅療養等支援用具 給付件数 13 16 12 12 12 13 

情報・意思疎通支援用具 給付件数 7 9 11 10 12 14 

排泄管理支援用具 給付件数 477 511 593 610 630 655 

居宅生活動作補助用具 給付件数 2 3 4 5 6 7 

 

  

障がいのある人に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与することで、

日常生活の便宜を図ります。 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得できる人を養成し、意

思疎通を図ることに支障がある人の自立した日常生活または社会生活を営むことができるよ

うにします。 
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９ 移動支援事業 

 

移動支援事業の利用は増加の傾向にあるため、平成 32年度で 1,434 時間、37人の利用を見込み

ます。 

 

事業名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

移動支援事業 

実利用者数 

（人／年） 
32 39 34 35 36 37 

延利用時間 

（時間／年） 
1,236 1,393 1,340 1,371 1,402 1,434 

 

10 地域活動支援センター 

 

市内では、「さんぽみち」（医療法人千水会）と「みのり赤穂」（社会福祉法人みのり）に対し、

継続して運営費を補助します。 

 

事業名 単 位 
平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（実績見込） 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域活動支

援センター 

実施か所数 2 2 2 2 2 2 

実利用者数 

（人／年） 
123 112 105 105 110 115 

  

地域の実情に応じて、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便

宜を提供し、障がいのある人の地域における日中活動を支援します。 

屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行うことにより、地域

における自立生活及び社会参加を促します。 
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11 その他事業 

（１）日中一時支援事業 

 

日中一時支援事業の利用は増加傾向にあることから、平成32年度は39人の利用を見込みます。 

 

事業名 単 位 

平成 

27 年度 

（実績） 

平成 

28 年度 

（実績） 

平成 

29 年度 

（実績見込） 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

日中一時支援事業 

実利用者数 

（人／年） 
21 26 30 33 36 39 

延利用回数 

（回／年） 
715 971 1,212 1,323 1,449 1,575 

 

（２）点字・声の広報等発行事業 

 

 

事業名 単 位 

平成 

27 年度 

（実績） 

平成 

28 年度 

（実績） 

平成 

29 年度 

（実績見込） 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

点字・声の広報等発行事業 実施の有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤穂市社会福祉協議会に委託し、文字による情報入手が困難な障がいのある人のために、

点訳・音訳等、わかりやすい方法により、市広報等の情報を定期的または必要に応じて提供

します。 

障がいのある人の日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的

な訓練等の支援を行うとともに、家族の就労支援や一時的な休息を図ります。 
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（３）訪問型歩行訓練事業 

 

平成 32 年度までの各年度で、１人の利用を見込みます。 

 

事業名 単 位 

平成 

27 年度 

（実績） 

平成 

28 年度 

（実績） 

平成 

29 年度 

（実績見込） 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

訪問型歩行訓練事業 
実利用者数 

（人／年） 
0 3 1 1 1 1 

 

（４）訪問入浴サービス事業 

 

 

 

  平成 28年度から始まった事業であり、平成32年度までの各年度で、１人の利用を見込みます。 

 

事業名 単 位 

平成 

27 年度 

（実績） 

平成 

28 年度 

（実績） 

平成 

29 年度 

（実績見込） 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

訪問入浴サービス事業 
実利用者数 

（人／年） 
－ 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障がいのある人に対して歩行訓練士を派遣し、日常生活圏等において個々の生活に応

じた歩行訓練を実施します。 

居宅において入浴することが困難な重度身体障がいのある人等に対し、居宅の訪問による

入浴サービスを提供します。 
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資料編 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

トビラ裏 
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１ 赤穂市障害者自立支援協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 市長は、障がいの有無にかかわらず、すべての市民がお互いに人格と個性を尊重し安心し

て暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第７７条第１項第１号に規定する事業（以下「相

談支援事業」という。）をはじめとする赤穂市の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中

核的な役割を果たす定期的な協議の場として赤穂市障害者自立支援協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

（１） 障がい者施策全般にわたる関係機関相互の連携と課題解決に関すること 

（２） 赤穂市障がい福祉計画等の進捗状況について、点検及び評価すること 

（３） 処遇困難ケースの検討に関すること 

（４） 相談支援事業者の中立及び公平性の確保に関すること 

（５） 新たに取り組むべき地域課題への対応に関すること 

（６） 関係機関の職員等に対する研修に関すること 

（７） その他市長が必要と認めること 

 （組織） 

第３条 協議会の委員は、次の各号に掲げる区分により市長が委嘱する。 

（１） 障がい者福祉に関係する各種団体等に属する者 

（２） 障がい者福祉に関係する機関等に属する者 

（３） その他市長が必要と認める者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は市長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 委員が、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理人を出席させる

ことができる。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を

聴くことができる。 

 （会議の公開） 

第７条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運

営が著しく損なわれると認められる場合で、協議会において公開しないと決めたときはこの限り
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でない。 

２ 会議の傍聴に関して必要な事項は、市長が別に定める。 

 （専門部会等） 

第８条 市長は、第２条各号に規定する事務のうち特定事項を協議するため必要があると認めると

きは、協議会に専門部会又は分科会（以下「専門部会等」という。）を置くことができる。 

２ 専門部会等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 （守秘義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第１０条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課がこれを行う。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   付 則 

１ この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。 

２ 要綱の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、平成２０

年３月３１日までとする。 

   付 則 

  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   付 則 

  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
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２ 赤穂市障害者自立支援協議会委員名簿 

  

選  出  区  分 委 員 氏 名 役職名等 

赤穂市社会福祉協議会 小 寺 康 雄 理事長 

兵庫県立赤穂特別支援学校 原 田 芳 彰 校長 

龍野公共職業安定所赤穂出張所 岡 田 憲 明 出張所長 

医療法人千水会 深 井 光 浩 赤穂仁泉病院長 

西播磨障害者就業・生活支援センター 大 野 孝 彦 主任就業支援員 

赤穂市身体障害者福祉協会 木 村 佳 史 会長 

赤穂市手をつなぐ育成会 長谷部 隆 司 会長 

社会福祉法人みのり 溝 端 善 子 施設長 

重症心身障害児（者）の会スマイル 冨 田 千 賀  

社会福祉法人愛心福祉会 中 川 裕美子 園長 

赤穂商工会議所 小 田 正 勝 専務理事 

兵庫県西播磨県民局赤穂健康福祉事務所 柿 本 裕 一 所長 

赤穂市教育委員会 入 潮 賢 和 指導課長 

公募委員 勝 原 建 夫  

公募委員 前 田 智 子  

任期：平成３０年３月３１日まで 

会 長：小寺 康雄 

事務局：健康福祉部社会福祉課 
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３ 赤穂市障がい者福祉長期計画策定経過 

期日等 内容（計画策定関係部分） 

平成 29 年６月 10 日～６月 28 日 

団体・事業所アンケート調査の実施 

【依頼数】47 件（障がい者団体等６件、サービス 

提供事業所 28 件、関係機関 13 件） 

【回答数】47 件 

平成 29 年６月 30 日 

第１回 

赤穂市障害者自立支援協議会 

（１）第５期障害福祉計画にかかる国の基本指針の 

見直しについて 

（２）計画策定の概要及びスケジュールについて 

（３）アンケート調査等の実施について 

平成 29 年７月５日～７月 28 日 

アンケート調査の実施 

【調査の種類】①18 歳未満②18歳以上 

【対象者】障がい者手帳、自立支援医療（精神通院 

医療）、障害福祉サービス等の受給者証 

を所持している人 

【抽出方法】①悉皆調査②無作為抽出 

【調査方法】郵送による配布・回収 

【配布数】①225 件②1,600 件 

【回収数】①136 件②990 件 

【回収率】①60.4％②61.9％ 

平成 29 年７月７日 

～平成 29年７月 14 日 

団体・事業所ヒアリング調査の実施 

【実施数】９件（障がい者団体等２件、サービス提供 

事業所６件、関係機関１件） 

平成 29 年９月 20 日 

第２回 

赤穂市障害者自立支援協議会 

（１）アンケート調査結果について 

（２）団体・事業所アンケート、ヒアリング調査結果 

について 

（３）計画骨子（基本理念、基本目標、施策の体系） 

について 

平成 29年 11 月７日 

第３回 

赤穂市障害者自立支援協議会 

（１）第３次赤穂市障がい者福祉プランについて 

（２）第５期赤穂市障がい福祉計画／第１期赤穂市 

障がい児福祉計画について 

平成 29年 11 月 29 日 

第４回 

赤穂市障害者自立支援協議会 

（１）赤穂市障がい者福祉長期計画（案）について 

（２）パブリックコメントの実施について 

平成 29年 12 月 15 日 

～平成 30年１月 15 日 

パブリックコメントの実施 

【周知方法】広報あこう、赤穂市ホームページ 

【実施方法】赤穂市ホームページ、各公民館・社会 

福祉課にて供覧 

【寄せられた意見】なし 

平成 30 年２月７日 

第５回 

赤穂市障害者自立支援協議会 

（１）パブリックコメントの結果について 

（２）最終計画案、概要版について 
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４ 市内障害福祉サービス等事業所 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

母体 事業所名 サービス種別 

社会福祉法人 

兵庫県社会福祉事業団 

赤穂精華園成人寮 生活介護 

施設入所支援 

短期入所 

自立訓練（生活訓練） 

赤穂精華園授産寮 

※平成 30 年１月１日より名称が「赤穂精華

園やまびこ寮」に改称されています。 

就労移行支援 

就労継続支援Ｂ型 

施設入所支援 

短期入所 

赤穂精華園児童寮 生活介護 

施設入所支援 

短期入所 

赤穂精華園放課後等デイサービスセンター 放課後等デイサービス 

赤穂精華園共同生活援助事業所 共同生活援助 

赤穂精華園相談支援事業所 計画相談支援 

赤穂精華園有年事業所 就労継続支援Ｂ型 

共同生活援助 

医療法人千水会 さんぽみち 地域活動支援センター 

計画相談支援 

地域移行支援 

就労支援センターSORA 就労移行支援 

就労継続支援Ｂ型 

涼風荘 共同生活援助 

赤穂市 赤穂市立さくら園 就労移行支援 

就労継続支援Ｂ型 

赤穂市児童発達支援事業あしたば園 児童発達支援 

社会福祉法人 

赤穂市社会福祉協議会 

赤穂市社会福祉協議会 

居宅支援事業所 

居宅介護 

同行援護 

重度訪問介護 

社会福祉法人みのり みのり赤穂 地域活動支援センター 

みのり大地 就労継続支援Ｂ型 

ＮＰＯ法人フロンティア 就労継続支援Ａ型施設フロンティア 就労継続支援Ａ型 

社会福祉法人緑樹福祉会 わかば園 生活介護 

就労継続支援Ｂ型 

ぷくぷくほーむ 短期入所 

てくてく 放課後等デイサービス 

医療法人伯鳳会 生活介護事業所はくほう 生活介護 

放課後等デイサービス 

就労継続支援Ａ型施設はくほう 就労継続支援Ａ型 

伯鳳会在宅ケアセンター 居宅介護 

重度訪問介護 

社会福祉法人玄武会 就労継続支援Ａ型施設げんぶ 就労継続支援Ａ型 

株式会社アトム ヘルパーステーションアトム 居宅介護 

重度訪問介護 

ＮＰＯ法人ピアサポート兵庫 ピアサポート兵庫 生活介護 

就労継続支援Ｂ型 

ＮＰＯ法人ワーキング net にしはりま ワーキング西播磨作業所 就労継続支援Ｂ型 

ＮＰＯ法人風里 児童発達支援事業所ふうり 児童発達支援 

GENKI-KIDS 風音（かのん） 児童発達支援 

  放課後等デイサービス 

平成 29 年 12 月現在 
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５ 用語解説 

 あ行  

赤穂学［34 ページ］ 

 赤穂市と連携を図り、「地域を知る」「地域の価値を尊重する」「地域の課題を知る」「地域創生 

を考える」を４本柱で行う関西福祉大学の講義。 

 

アセスメント［49 ページ］ 

障がいのある人の生活状況や置かれている環境を理解し、生活ニーズの把握や必要なサービス

の検討を行うこと。 

 

一般就労［39 ページ］ 

労働関係法の適用を受けて一般企業等で働くこと。 

 

 か行  

介護・訓練支援用具［20 ページ］ 

特殊寝台、特殊マットその他の障がいのある人の身体介護を支援する用具並びに障がいのある

子どもが訓練に用いるいす等のうち、障がいのある人及び介助者が容易に使用できるものであっ

て、実用性のあるもの。（日常生活用具給付等事業） 

 

介護保険サービス［41 ページ］ 

介護保険により給付を受けることができるサービスで、居宅サービス（訪問介護、通所介護、

短期入所生活介護など）、地域密着型サービス（認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介

護、認知症対応型共同生活介護など）、施設サービス（介護福祉施設、介護老人保健施設、介護

医療院／介護療養型医療施設）、介護予防サービスがあり、利用するには要介護認定を受ける必

要がある。 

 

居宅生活動作補助用具［20 ページ］ 

 障がいのある人の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴う

もの。（日常生活用具給付等事業） 

 

権利擁護［24 ページ］ 

  自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障がいのある人に代わって、援助者が代理

としてその権利やニーズ獲得を行うこと。 

 

合理的配慮［27 ページ］ 

  障がいのある人が日常生活や社会生活を過ごす上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために

行われる配慮。 
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国際障害者年［１ページ］ 

国際連合が 1981 年（昭和 56 年）を国際障害者年に指定。完全参加と平等をテーマに、障がい

のある人の身体的・精神的な社会適合の援助、就労機会の保障、日常生活への参加促進、社会参

加権周知の社会教育・情報提供等を目的としている。 

 

こども家庭センター［61 ページ］ 

児童福祉法第 12条に規定する児童相談所。兵庫県では平成 17 年４月から、広く家庭問題に対

応していくため名称を「こどもセンター」から「こども家庭センター」に改称。０歳から 18 歳

未満の子どもと家庭の問題について相談援助活動を展開している。 

 

 さ行  

在宅療養等支援用具［20 ページ］ 

 電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障がいのある人等の在宅療養等を支援する用具のう

ち、障がいのある人が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。（日常生

活用具給付等事業） 

 

指定難病［13 ページ］ 

厚生労働省が難病対策のための研究事業において対象としている疾患で、平成 29 年４月から

障害者総合支援法の対象疾患が 358 疾病に拡大された。 

 

児童福祉法［２ページ］ 

 児童一般の健全育成と福祉の積極的増進を基本精神とする、児童の福祉に関する基本法。（昭

和 22 年 12 月 12 日施行） 

 

重症心身障がい［40 ページ］ 

重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態。 

 

手話通訳者［19 ページ］ 

全国統一試験に合格し、都道府県の認定を受けて手話通訳を行う人。手話通訳士は、厚生労働

大臣が認定した手話通訳技能認定試験に合格し、手話通訳士として登録を行った人。 

 

障害基礎年金［42 ページ］ 

国民年金に加入している間に初診日のある病気や怪我により、障害等級表に基づく障がいの状

態にある間、支給されるもの。 
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障害者虐待防止法［１ページ］ 

  障がいのある人に対する虐待がその尊厳を害するものであり、障がいのある人の自立及び社会

参加にとって障がい者虐待の防止が極めて重要であること等から、虐待の禁止、予防及び早期発

見等の虐待の防止に関する国等の責務、虐待を受けた障がいのある人に対する保護及び自立の支

援のための措置、養護者に対する支援等を定めることにより、障がいのある人の権利利益の擁護

に資することを目的とする法律。正式名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律」。 

 

障害者就業・生活支援センター［46 ページ］ 

障がいのある人の身近な地域で、雇用・保健福祉・教育等関係機関の連携拠点として、就業面

及び生活面における一体的な相談支援を行う機関。 

 

障害者総合支援法［１ページ］ 

 障害者自立支援法に代わって施行された法律で、障害者基本法を踏まえた基本理念を新たに設 

けたほか、障がいのある人の範囲に難病等を追加するなどの見直しがされた。正式名称「障害者 

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。 

 

障害者優先調達推進法［１ページ］ 

地方公共団体等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関し、調達方針を策定し、

施設等が供給する物品等の需要の促進を図り障がいのある人の自立を促進する法律。正式名称

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」。 

 

情報・意思疎通支援用具［20 ページ］ 

点字器、人工喉頭その他の障がいのある人の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具

のうち、障がいのある人が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。（日

常生活用具給付等事業） 

 

自立支援医療（精神通院医療）［５ページ］ 

精神疾患（てんかんを含む）の治療のため、通院による精神医療を継続的に要する病状にある

人に対して医療費を公費で負担し、軽減する制度。 

 

自立生活支援用具［20 ページ］ 

  入浴補助用具、聴覚障がい者用屋内信号装置その他の障がいのある人の入浴、食事、移動等の

自立生活を支援する用具のうち、障がいのある人が容易に使用することができるものであって、

実用性のあるもの。（日常生活用具給付等事業） 

 

成年後見制度［19 ページ］ 

家庭裁判所の手続きを通じて、成年後見人・保佐人等が、障がいにより判断能力が十分でない

人を保護するため、その人の身の回りに配慮した財産管理等を行う制度。 
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 た行  

地域生活支援拠点［23 ページ］ 

  障がいのある人の高齢化・重度化等の対応や「親亡き後」を見据え、障がいのある人が地域社

会で安心して暮らしていける社会の実現をめざし、障がいのある人の生活を地域全体で支えるサ

ービス提供体制を構築していくための拠点。 

 

特別支援学校［25 ページ］ 

学校教育法に基づき、比較的重度の障がいのある幼児児童生徒を対象とした専門性の高い教育

を行う盲学校・ろう学校・養護学校が、平成 19 年度の改正法施行により「特別支援学校」とし

て規定された。 

 

特別支援教育コーディネーター［64 ページ］ 

学校内の教職員全体の特別支援教育に対する理解のもと、小・中学校または特別支援学校と関

係機関の連携協力体制の整備を図る。小・中学校では「学校内の関係者や関係機関との連絡・調

整」「保護者に対する学校窓口」、特別支援学校ではこれらに地域支援の機能として「小・中学校

等への支援」が加わり、地域内の特別支援教育の核として期待される。 

 

特別障害者手当［42 ページ］ 

日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある 20 歳以上の在宅の重度の障がい

のある人に支給される手当。（20歳未満は障害児福祉手当） 

 

トライアル雇用（障害者試行雇用事業）［49 ページ］ 

障がいのある人に関する知識や雇用経験がないために、障がいのある人の雇用をためらってい

る企業等に、試行雇用の形で受け入れてもらい、本格的雇用に取り組むきっかけづくりを行う。 

 

 な行  

内部障がい［９ページ］ 

身体障がいの一種類で、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこうま

たは直腸の機能障がい、小腸機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機

能障がいが該当する。 

 

 は行  

排泄管理支援用具［20 ページ］ 

  紙おむつその他の障がいのある人の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障がいのあ

る人が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。（日常生活用具給付等事

業） 
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ハザードマップ［71 ページ］ 

自然災害について、予測される被害の範囲や大きさなどの災害情報や避難場所の位置、緊急連

絡先などの避難情報をわかりやすく掲載した地図。 

 

発達障がい［27 ページ］ 

自閉スペクトラム症、学習障がい（ＬＤ）、注意欠如多動症（ＡＤ/ＨＤ）、そのほかこれに類

する脳機能障がいで、その症状が通常低年齢において発現するもの。 

 

パブリックコメント［５ページ］ 

市等が条例や計画を企画立案する場合に、その計画等の案や、市民等が検討するために必要な

事項を公表して、市民等に広く意見を求めること。 

 

パラリンピック［30 ページ］ 

国際パラリンピック委員会が主催する、主に肢体不自由の身体障がいのある人（視覚障がいを

含む）を対象とした競技大会。 

 

バリアフリー［30 ページ］ 

障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、

もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障が

いのある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意

味でも用いられる。 

 

ピアカウンセリング［37 ページ］ 

障がいのある人自身が、自らの体験に基づき、ほかの障がいのある人の相談相手となったり、

同じ仲間として社会参加や地域での交流・問題の解決等を支援する行動。 

 

福祉的就労［24 ページ］ 

一般就労が困難な障がいのある人が、就労移行支援や就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）といったサ

ービス等を利用して働くこと。 

 

福祉のまちづくり条例［66 ページ］ 

平成４年 10 月９日に兵庫県が全国に先駆けて制定した、高齢者・障がいのある人をはじめす

べての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりをめざす条例。 

 

補装具［70 ページ］ 

盲人安全つえ・補聴器・義肢・車いす・歩行器など、身体の失われた部分や障がいのある部分

を補い、日常生活や働くことを容易にする用具。 
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 ま行  

民生委員・児童委員［24 ページ］ 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って

相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める人で、「児童委員」を兼ねている。 

児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育

ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う人。 

 

 や行  

要約筆記［19 ページ］ 

話し手の内容をつかみ、筆記して聴覚障がいのある人に伝えること。 

 

ユニバーサル社会［34 ページ］ 

年齢・性別・障がい・文化等の違いに関わりなくだれもが地域社会の一員として支え合う中で

安心して暮らし、一人ひとりが持てる力を発揮して元気に活動できる社会。 

 

ユニバーサルデザイン［25 ページ］ 

バリアフリーは、障がいによりもたらされるバリア（障壁）に対処するとの考え方であるのに

対し、ユニバーサルデザインはあらかじめ、障がいの有無、年齢、性別等に関わらず多様な人々

が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。 

 

 ら行  

ライフステージ［24 ページ］ 

幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年期など、人の一生を身体的、精神的な発達の段階に応

じて区分した各段階。 

 

リハビリテーション［24 ページ］ 

障がいのある人の身体的、精神的、社会的な自立能力向上をめざす総合的なプログラムである

とともに、それにとどまらず、障がいのある人のライフステージのすべての段階において全人間

的復権に寄与し、障がいのある人の自立と参加をめざすとの考え方。 

 

療育［25 ページ］ 

「療」は医療を、「育」は養育・保育・教育を意味し、障がいのある子ども・その家族、障が

いに関し心配のある人等を対象に、障がいの早期発見・早期治療または訓練等による障がいの軽

減や基礎的な生活能力の向上を図るため、相談・指導・診断・検査・訓練等の支援を行うこと。 

 

レスパイト［40 ページ］ 

家族を一時的に介護から開放し、日頃の心身の疲れを回復させること。 
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赤穂市観光マスコットキャラクター 

陣たくん 

 

 

 

赤穂市障がい者福祉長期計画 

第 3 次赤穂市障がい者福祉プラン 

第 5 期赤穂市障がい福祉計画 

第 1 期赤穂市障がい児福祉計画 
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